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Ⅰ 教育に関する事務の管理および執行の状況の点検および評価の実施について 

１ はじめに 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」（昭和31年法律第162号。

以下「法」という。）が、平成１９年６月に公布され、新たに法第２７条に「教育に関する事務の

管理及び執行の状況の点検及び評価等」が規定されました。 

この規定により、平成２０年４月１日から、すべての教育委員会は、毎年、その権限に属する事

務の管理および執行の状況について点検および評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議

会に提出するとともに、公表することが義務付けられました。また、点検および評価を行うに当た

っては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図ることとされました。 

青梅市教育委員会は、この規定を受け、教育に関する事務の管理および執行の状況の点検および

評価について報告書をまとめるとともに、これを公表します。 

２ 教育に関する事務の管理および執行状況の点検および評価の実施方針について 

青梅市教育委員会では、法の一部改正を受けて、次のような方針にもとづき、点検および評価を

実施することとしました。 

(1) 趣旨 

ア 青梅市教育委員会は、毎年、教育施策や事務事業の取組状況について点検および評価を行

い、課題や取組の方向性を明らかにすることにより、効果的な教育行政の一層の推進を図る。 

イ 点検および評価の結果に関する報告書を作成し、これを青梅市議会に提出するとともに、

公表することにより、市民に対する行政の透明性の確保と説明責任を果たし、教育行政への

理解を図る。 

(2) 実施方法 

ア 毎年度策定する「青梅市教育委員会の基本方針にもとづく主な教育施策」を対象とし、具

体的には、目標と結果を明確に対比するため、「青梅市教育委員会の教育施策の概要」という

冊子に掲載された事務事業の点検および評価を行う。 

イ 点検および評価は、前年度の施策・事業の進ちょく状況を総括するとともに、課題や今後

の取組の方向性を示すものとし、毎年1回実施する。 

ウ 点検および評価における第一次点検評価として、教育委員会事務局各課職員は、所管した

施策および事務事業について点検および評価を行う。 

エ 点検および評価における第二次点検評価として、教育委員会事務局の部・課長級職員は、

第一次点検評価を踏まえ、教育目標、基本方針および重点項目の取組状況を勘案し、点検およ

び評価を行う。 

オ 第一次・第二次点検評価の客観性を確保するため、点検評価有識者から、第一次・第二次

点検評価結果について意見を聴取する。 

カ 教育委員会は、アからオまでによって点検および評価した結果ならびに点検評価有識者か

らの意見を踏まえ、教育目標の達成状況を総合的に点検および評価を行う。 

キ 点検評価は、「事務点検評価シート」により、【目標】、【実績】、【成果・課題】、【今後の方

向性】を各課で記入し、次の基準により行う。 
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評価基準と評価記号 

評価記号 評 価 評価基準

◎
目標の達成に向け

順調である

・効果的で優れた取組を行った。

・重点項目の達成に向けて大きな成果を上げた。

・事務事業として大きな成果を上げた。

・課題や問題点もない。

○
目標の達成に向け

おおむね順調である

・効果的な取組を行った。

・重点項目の達成に向けて一定の成果を上げた。

・事務事業として一定の成果を上げた。

・大きな課題や問題点はない。

△

目標の達成に向け

一部困難な課題が

ある

・取組を行った。

・重点項目の達成に向けて多少成果は上げた。

・事務事業として多少の成果は上げた。

・課題や問題点がある。

×
目標の達成に向け

困難な課題がある

・取組を行わなかった。

・取組を行ったが、重点項目の達成に向けて成果は上

がらなかった。

・事務事業として成果が上がらなかった。

・大きな課題が残った。

(3) 教育に関する有識者の知見の活用 

ア 教育委員会は、教育に関する有識者の知見の活用を図るため、点検評価有識者を置く。 

イ 点検評価有識者は、教育に関する有識者で、教育行政について客観的に意見を述べること

ができる者のうちから、教育委員会が委嘱する。 

ウ 点検評価有識者の任期は、２年以内とする。 

(4) 報告および公表 

教育委員会は、点検および評価を行った後、その結果を取りまとめた報告書を青梅市議会へ

提出しなければならない。また、点検および評価の結果は、公表しなければならない。 

(5) 評価結果の活用 

教育委員会は、点検および評価の結果を、今後の教育目標や基本方針等の策定、その他事務

事業の改善等に活用するものとする。 

３ 青梅市教育委員会事務点検評価実施要綱について

平成２０年度に制定した「青梅市教育委員会事務点検評価実施要綱」にもとづき、事務点検評価

を実施することとしました。

(1) 目的

この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２７

条の規定にもとづき、青梅市教育委員会（以下「教育委員会」という。）の権限に属する事務の

管理および執行の状況について点検および評価（以下「事務点検評価」という。）を実施するこ

とに関し、必要な事項を定め、もって効果的な教育行政の推進に資するとともに、市民に対する

行政の透明性の確保と説明責任を果たすことを目的とする。
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(2) 事務点検評価の実施

教育委員会は、外部の有識者による知見を活用し、毎年、前年度にかかるその権限に属するす

べての事務を対象に事務点検評価を行う。

(3) 事務点検評価の対象ならびに点検および評価の方法

事務点検評価の対象は、教育委員会事務局内部で事後評価を行ったものとし、次のとおり実施

する。

ア 教育委員会事務局の各課職員は、所管した施策および事務事業について点検および評価（以

下「第一次点検評価」という。）を行う。

イ 教育委員会事務局の部･課長級職員は、第一次点検評価を踏まえ、教育目標、基本方針および

重点項目の取組状況を勘案し、点検および評価（以下「第二次点検評価」という。）を行う。

ウ 第一次点検評価および第二次点検評価の客観性を確保するために、次項の規定により設置す

る点検評価有識者から、第一次点検評価結果および第二次点検評価結果について意見を聴取す

る。

エ 教育委員会は、アからウにより点検および評価した結果ならびに点検評価有識者の意見を踏

まえ、総合的に点検および評価を行う。

(4) 点検評価有識者の設置等

ア 教育委員会は、点検評価有識者２人を置く。

イ 点検評価有識者は、教育に関する有識者で、教育行政について客観的に意見を述べることが

できる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

ウ 点検評価有識者の任期は、２年以内とする。ただし、再任を妨げない。

エ 点検評価有識者に欠員が生じた場合における補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。

オ 点検評価有識者には、予算の範囲内において謝礼を支払うことができる。

(5) 報告書の青梅市議会への提出

教育委員会は、事務点検評価にかかる報告書を作成し、青梅市議会に提出しなければならな

い。

(6) 評価結果の公表

教育委員会は、事務点検評価の結果を公表しなければならない。

(7) 評価結果の活用

教育委員会は、事務点検評価の結果を教育目標、基本方針等の策定、施策その他事務事業の

改善等に活用するものとする。

(8) 庶 務

事務点検評価に関する庶務は、教育部教育総務課が処理する。
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Ⅱ 青梅市教育委員会の組織および活動状況

１ 教育委員会委員

２ 教育委員会会議（定例会・臨時会）議案等審議結果    

平成２５年度第１回定例会（25.4.18）       （凡例 ○報告事項 ◎協議事項 ●議 案） 

○ 議会報告 

○ 平成２４年度青梅市立小・中学校卒業式および平成２５年度青梅市立小・中学校入学式の実施状

況について 

○ 平成２５年度青梅市立小・中学校教育課程届概要について 

○ 平成２５年度青梅市教育研修会予定について 

○ 青梅市学校給食会役員の改選について 

○ 諸報告 

◎ チャリティー事業に対する青梅市立美術館市民ギャラリーの貸出しについて 

● 青梅市立学校給食センター運営審議会委員の委嘱について 

● 青梅市美術館運営委員会委員の委嘱について 
報告事項 ６件、協議事項 １件＝承認、議案 ２件＝原案可決

平成２５年度第２回定例会（25.5.2） 

○ 平成２５年度児童・生徒数および学級編制について 

○ 平成２４年度青梅市教育相談所の相談結果等について 

○ 第９回青梅市小・中学生の主張大会開催要項について 

○ 第９回青梅市小・中学生の主張大会実行委員会設置要項について 

○ 平成２５年度青梅市教育委員会伝統文化奨励表彰実施要項について 

○ 諸報告 

◎ 平成２５年度青梅市特別支援学級教科用図書採択要領について 

◎ 平成２６年度に使用する特別支援学級の教科用図書の検討について 

◎ 中央図書館における開館時間の前延長について 

● 青梅市社会教育委員の委嘱について 

● 青梅市青少年委員の委嘱について 

● 青梅市図書館運営協議会委員の委嘱について 

報告事項 ６件、協議事項 ３件＝承認、議案 ３件＝原案可決

平成２５年度第３回臨時会（25.5.16） 

● 青梅市立小・中学校教員の人事異動について 

議案 １件＝原案可決

平成２５年度第４回定例会（25.5.27） 

○ 青梅市放射性物質対応指針にもとづく除染後の埋立箇所の測定結果について 

○ 平成２４年度就学相談実施結果について 

○ 学校給食用食材の放射性物質検査について 

役 職 名 氏  名 任命期間 備考 

委員長 岡本 昌己（おかもと まさみ） H25.12.21  ～  H29.12.20 ２期 

委員長職務代理者 中村 洋介（なかむら ようすけ） H24.10. 1  ～  H28. 9.30 ２期 

委 員 手塚 幸子（てづか さちこ） H24.10. 1  ～  H28. 9.30 １期 

委 員 小野 具彦（おの ともひこ） H22.11. 2  ～  H26.11. 1 ２期 

教育長 岡田 芳典（おかだ よしのり） H26. 1. 1  ～  H27.10.12 新任 

教育長 畑中 茂雄（はたなか しげお） H23.10.13  ～  H25.12.31 退任 
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○ 平成２５年度青梅市まるごとアート支援事業補助金交付選定結果について 

○ くん蒸消毒に伴う郷土博物館の臨時休館について 

○ 平成２４年度体罰調査について 

○ 諸報告 

◎ 青梅市の小中学校における「いじめ」の根絶を目指す決議への取組について 

◎ 青梅市の児童・生徒の学力向上を目指す決議への取組について 

◎ 青梅市図書館の管理運営方法等に関するあり方検討委員会設置要綱の制定について 

● 青梅市民会館運営審議会委員の委嘱について 

報告事項 ７件、協議事項 ３件＝承認、議案 １件＝原案可決

平成２５年度第５回定例会（25.7.4） 
○ 議会報告 

○ スクールソーシャルワーカーの配置について 

○ 青梅市学校給食会役員の改選について 

○ 学校給食用食材の放射性物質検査について 

○ 青梅市立第二小学校給食調理業務委託について 

○ 青梅市生涯学習推進本部設置要綱の一部改正について 

○ 青梅市永山ふれあいセンターの施設利用および物品の販売行為について 

○ 諸報告 

◎ 青梅市の小中学校における「いじめ」の根絶を目指す決議への取組について 

◎ 青梅市の児童・生徒の学力向上を目指す決議への取組について 

● 青梅市立中学校教員の人事異動について 

● 青梅市立学校給食センター運営審議会委員の委嘱について 

● 青梅市放課後子ども教室推進事業運営委員会委員の委嘱について 

● 青梅市図書館運営協議会委員の委嘱について 

報告事項 ８件、協議事項 ２件＝承認、議案 ４件＝原案可決

平成２５年度第６回臨時会（25.7.24） 

●青梅市教育委員会事務局職員の人事異動について 

議案 １件＝原案可決

平成２５年度第７回臨時会（25.8.1） 

○ 小規模特別認定校児童・生徒募集について 

○ いじめ防止対策推進法の公布について 

○ 青梅市立小・中学校「いじめ」実態調査結果〔６月分〕について 

○ 教育経営研修会について 

○ 平成２４年度青梅市学校給食会会計決算について 

○ おうめ子ども俳句コンテスト実施要領の制定について 

○ 諸報告 

◎ 平成２６年度使用教科用図書の採択について 

◎ 市指定有形文化財亡失に伴う指定解除について 

● 青梅市立小・中学校教員の人事異動について 

● 平成２６年度使用教科用図書の採択について 

報告事項 ７件、協議事項 ２件＝承認、議案 ２件＝原案可決

平成２５年度第８回定例会（25.8.22） 

○ 平成２４年度教育費決算について 

○ 平成２５年度教育費補正予算について 

○ 平成２５年度「いじめゼロ宣言・子ども会議」について 

○ おうめ子ども俳句コンテスト表彰式の日時、会場の変更について 

○ 伝統文化まつり２０１３～永山江戸村～の開催について 

○ 諸報告  
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● 青梅市立学校給食センター運営審議会委員の委嘱について 

● 青梅市図書館運営協議会委員の委嘱について 

報告事項 ６件、議案 ２件＝原案可決

平成２５年度第９回臨時会（25.9.12） 

○ 平成２５年度全国学力・学習状況調査の結果について 

○ 諸報告 

◎ 平成２５年度青梅市教育委員会事務点検評価（平成２４年度分）について 

● 青梅市立中学校教員の人事異動について 

● 平成２５年度青梅市教育委員会事務点検評価報告書（平成２４年度分）の決定について 

報告事項 ２件、協議事項 1件＝承認、議案 ２件＝原案可決

平成２５年度第１０回定例会（25.10.10） 

○ 青梅市学校給食配ぜん員勤務要綱の一部改正について 

○ 青梅市立第二小学校の自校調理場運営等に関する検討委員会設置要綱の廃止について 

○ 国重要文化財「旧宮崎家住宅」開館時間の変更について 

○ 都指定有形民俗文化財「旧稲葉家住宅」土蔵の台風被害について 

○ 諸報告 

◎ 「青梅市スポーツ推進計画」策定に伴う青梅市教育委員会の意見聴取について 

◎ 青梅市学校給食費公会計化に関する検討委員会設置要綱の制定について 

◎ 青梅市放課後子ども教室推進事業実施要綱の一部改正について 

◎ 青梅市文化財保護審議会における市指定文化財指定解除にかかる答申書提出について 

● 青梅市立小学校教員の人事異動について 

※ 青梅市教育委員会委員長選挙 

※ 青梅市教育委員会委員長職務代理者選挙 

報告事項 ５件、協議事項 ４件＝承認、議案 １件＝原案可決

平成２５年度第１１回臨時会（25.10.17） 

○ 市立中学校男子生徒の死亡事故について   

報告事項 １件

平成２５年度第１２回定例会（25.10.24） 

 ● 青梅市教育委員会事務局職員の人事異動について 

議案 １件＝原案可決

平成２５年度第１３回定例会（25.11.7） 

 ○ 議会報告 

 ○ 家庭学習のすすめ（児童・生徒用）について 

 ○ 学校給食用食材の放射性物質検査について 

 ○ 第１０回おうめ子ども俳句コンテスト実施報告 

 ○ 平成２６年青梅市成人式について 

○ 学校の夏季休業中における中央図書館開館時間の変更結果について 

○ 分館図書館における視聴覚資料返却について 

○ 西多摩地域広域行政圏内市町村立図書館の広域利用状況について 

○ 諸報告 

◎ 「青梅市スポーツ推進計画」策定に伴う青梅市教育委員会の意見聴取について【継続審査】 

◎ 平成２６年度教育費予算の編成について（案） 

◎ 平成２５年度（第３１回）青梅市芸術文化奨励賞の交付について 

● 青梅市指定有形文化財の指定解除について 

 ●「青梅市スポーツ推進計画」策定に伴う青梅市教育委員会の意見聴取について（回答）について 

報告事項 ９件、協議事項 ３件＝承認、議案 ２件＝原案可決
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平成２５年度第１４回定例会（25.11.21） 

○ 第四小学校屋内運動場改築工事の概要について 

○ 青梅市教育委員会伝統文化奨励表彰被表彰者の決定について 

○ 第９回青梅市小・中学生の主張大会の実施結果について 

○ 学校給食用食材の放射線物質検査結果について 

○ 第三次青梅市子ども読書活動推進計画（素案）のパブリック・コメント実施について 

○ 諸報告 

● 青梅市文化財保護指導員の委嘱について 

● 青梅市立中学校教員の人事異動について 

報告事項 ６件、議案 ２件＝原案可決

平成２５年度第１５回臨時会（25.12.16） 

● 青梅市教育委員会委員の辞職の同意について 

議案 １件＝原案可決

平成２５年度第１６回臨時会（25.12.19） 

○ 平成２４年度における児童・生徒の問題行動等の実態について 

○ 学校給食用食材の放射性物質検査結果について 

○ 学校給食用食材の放射性物質検査日程について 

○ 諸報告 

● 教育長の任命について 

● 青梅市教育委員会職員の人事異動について 

報告事項 ４件、議案 ２件＝原案可決

平成２５年度第１７回定例会（26.1.9） 

○ 議会報告 

○ 青梅市立小中学校「いじめ」実態調査結果〔９月分、１１月分〕について 

○ 平成２５年度児童・生徒の学力向上を図るための調査結果について 

○ 青梅市学校給食配ぜん員勤務要綱の一部改正について 

○ 第五次青梅市生涯学習推進計画（素案）に対する意見募集の実施について 

○ 生涯学習フェスティバル～釜の淵新緑祭２０１４～の実施について 

○ 都指定史跡「青梅新町の大井戸」枝剪定作業の終了について 

○ 諸報告 

● 青梅市図書館運営協議会委員の委嘱について 

報告事項 ８件、議案 １件＝原案可決

平成２５年度第１８回定例会（26.2.6） 

○ 平成２５年度東京都「いじめ実態及び対応状況把握のための調査」結果について（青梅市分） 

○ 児童・生徒の学力向上を図るための調査の平均正答率の推移（２３年度～２５年度）について 

○ 平成２６年青梅市成人式の実施結果について 

○ 青梅市図書館の休館について 

○ 諸報告 

◎ 平成２６年度～２８年度青梅市教育委員会の教育目標および基本方針（案）について 

◎ 青梅市立学校の管理運営に関する規則の一部改正について 

◎ 青梅市適応指導教室（ふれあい学級）運営規則の一部改正について 

◎ 青梅市公立学校職員出勤簿整理規程の一部改正について 

◎ 青梅市学校給食センター統合検討委員会設置要綱の制定について 

◎ 第三次青梅市子ども読書活動推進計画（案）について 

◎ 青梅市図書館と飯能市立図書館との相互利用実施について 

● 平成２６年度～２８年度青梅市教育委員会の基本方針について 

● 青梅市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則について 

● 青梅市適応指導教室（ふれあい学級）運営規則の一部を改正する規則について 

● 青梅市公立学校職員出勤簿整理規程の一部改正について 
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報告事項 ５件、協議事項 ７件＝承認、議案 ４件＝原案可決

平成２５年度第１９回臨時会（26.2.13） 

● 校長転任の内申について 

● 副校長転任の内申について 

● 副校長任命の内申について 

議案 ３件＝原案可決

平成２５年度第２０回臨時会（26.2.20）  

○ 平成２５年度教育費補正予算について 

○ 平成２６年度教育費当初予算について 

○ 平成２６年度小規模特別認定校制度による入学・転学状況について 

○ 諸報告 

◎ 第五次青梅市生涯学習推進計画（案）について 

◎ 青梅市社会教育委員の設置に関する条例の一部改正について 

◎ 青梅市無形民俗文化財保存伝承奨励報償金支給要綱の一部改正について 

◎ 青梅市文化財保存事業費補助金交付要綱の一部改正について 

◎ 組織改正等に伴う関係教育委員会規則等の整備について 

● 青梅市文化財保護審議会委員の委嘱について 

報告事項 ４件、協議事項 ５件＝承認、議案 １件＝原案可決

平成２５年度第２１回臨時会（26.3.20） 

● 青梅市教育委員会事務局職員の人事異動について 

● 青梅市立小・中学校教職員の人事異動について 

議案 ２件＝原案可決

平成２５年度第２２回定例会（26.3.27）  

○ 青梅市スポーツ推進計画に関する青梅市教育委員会の意見聴取の回答への対応について 

○ 第一小学校体育倉庫火災に伴う処分について 

○ 青梅市立第四小学校屋内運動場改築実施設計の完了について 

○ 青梅市立第四小学校屋内運動場改築検討委員会設置要綱の廃止について 

○ 全国学力・学習状況調査－偏差値の推移について 

○ 平成２６年度社会教育事業年間計画について 

○ 諸報告 

◎ 平成２６年度青梅市教育委員会の教育施策の概要について 

◎ 青梅市特別支援学級就学奨励費給与要綱の一部改正について 

◎ 平成２６年度青梅サタデースクール実施要綱の制定について 

◎ 青梅市子どもいじめ防止条例検討委員会設置要綱の制定について 

◎ 子どもいきいき学校づくり交付要綱の一部改正について 

◎ 青梅市移動教室等保護者負担助成金交付要綱の一部改正について 

◎ 青梅市学校給食配膳員勤務要綱の一部改正について 

◎ 青梅市学校給食費徴収金口座振替手数料交付金交付要綱の一部改正について 

◎ 青梅市学校給食にかかる保存食および展示食分原材料費負担金交付要綱の一部改正について 

◎ 青梅市社会教育関係団体活動費補助金交付要綱の一部改正について 

● 組織改正に伴う関係教育委員会規則の整備に関する規則について 

● 青梅市教育委員会事案決定規程の一部改正について 

● 青梅市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程の一部改正について 

報告事項 ７件、協議事項 １０件＝承認、議案 ３件＝原案可決
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３ 教育委員会委員による学校訪問

  教育委員会委員の学校その他教育機関訪問等実施要領にもとづき、小・中学校それぞれを設置順により

下表のとおり分割し、各グループを隔年で訪問しています。参加者は、教育委員５人〔委員長、委員（３）、

教育長〕および事務局５人（教育部長、総務課長、指導室長、教育指導担当主幹、総務課庶務係長）の計    

１０人です。

◎グループ別訪問該当校 

グループ

Ａ

小学校 第一小 第二小 第三小 第四小 第五小 第六小 第七小 成木小

中学校 第一中 第二中 第三中 西 中 第六中

グループ

Ｂ

小学校 河辺小 新町小 霞台小 友田小 今井小 若草小 藤橋小 吹上小

中学校 第七中 霞台中 吹上中 新町中 泉 中 東小・中

◎平成２５年度教育委員学校訪問実施結果 

４ 教育委員会委員の活動状況

年   月    日      会 議 ・ 行 事 等 

平成25年 ４月 ２日（火）   新補、転補校長の紹介 

平成25年 ４月 ２日（火）   教職員辞令伝達式 

平成25年 ４月 ７日（日）    ファミリーコンサート 

平成25年 ４月 ８日（月）    市立小学校入学式（午前） 

平成25年 ４月 ８日（月）   市立中学校入学式（午後） 

平成25年 ４月11日（木）    図書支援員との顔合わせ 

平成25年 ４月12日（金）    東京都教育施策連絡会（東京都庁第一本庁舎） 

平成25年 ４月18日（木）    第１回教育委員会定例会 

平成25年 ５月 ２日（木）    第２回教育委員会定例会 

平成25年 ５月 ８日（水）    青梅市中学校教育研究会総会（吹上中） 

平成25年 ５月10日（金）    第二小学校給食業務委託業者事業者選定委員会 

平成25年 ５月11日（土）    青梅市科学センター開講式 

平成25年 ５月11日（土）    釜の淵新緑祭 

平成25年 ５月14日（火）    スポーツ祭東京2013青梅市実行委員会第６回総会 

平成25年 ５月16日（木）    第３回教育委員会臨時会 

平成25年 ５月17日（金）    第三中学校ＰＴＡ総会 

実施日 訪問校(午前) 授業参観 訪問校(午後) 授業参観 出席者数

１ ６月27日(木) 第三小学校 2.3.4校時 教育委員３人 事務局５人 

２ ７月１日(月) 第四小学校 2.3校時 教育委員４人 事務局５人

３ ７月 ８日(月) 第二小学校 2.3.4校時 教育委員５人 事務局５人

４ 10月17日(木) 第五小学校 2.3校時 西中学校 5.6校時 教育委員５人 事務局５人

５ 10月21日(月) 第二中学校 2.3校時 教育委員３人 事務局４人

６ 10月24日(木) 第七小学校 3校時 第六中学校 ５校時 教育委員４人 事務局５人

７ 10月28日(月) 成木小学校 3校時 第三中学校 5.6校時 教育委員５人 事務局５人

８ 11月11日(月) 第六小学校 ３校時 教育委員４人 事務局５人

９ 11月18日(月) 第一小学校 2.3校時 第一中学校 5.6校時 教育委員５人 事務局５人 

計 ９日 １３校 ９校 ４校 延べ８２人
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平成25年 ５月17日（金）    教育ＩＴソリューションEXPO 

平成25年 ５月18日（土）    運動会（成木小、友田小、泉中） 

平成25年 ５月23日（木）    東京都市町村教育委員会連合会第57回定期総会 

平成25年 ５月24日（金）    第二小学校給食業務委託業者事業者選定委員会 

平成25年 ５月25日（土）    運動会（第五小、第七小、第七中、泉中） 

平成25年 ５月27日（月）    第４回教育委員会定例会 

平成25年 ６月 １日（土）    運動会（霞台小、今井小、吹上中） 

平成25年 ６月12日（水）    市図画工作部会（霞台小） 

平成25年 ６月14日（金）    小学校ＰＴＡ連合会定期総会（福祉センター） 

平成25年 ６月15日（土）    運動会（第二中） 

平成25年 ６月19日（水）    東小・中学校道徳授業地区公開講座 

平成25年 ６月19日（水）    第三小学校夕焼けランド体験日見学 

平成25年 ６月20日（木）    学校運営連絡協議会（青梅総合高校） 

平成25年 ６月21日（金）    小学校音楽会（福生市民会館） 

平成25年 ６月21日（金）    中学校ＰＴＡ連合会定期総会（西中） 

平成25年 ６月27日（木）    学校訪問（第三小） 

平成25年 ６月29日（土）    青梅アート・ジャム（市立美術館） 

平成25年 ７月 １日（月）    学校訪問（第四小） 

平成25年 ７月 ４日（木）    第５回教育委員会定例会 

平成25年 ７月 ４日（木）    小学校長と教育委員の懇談会 

平成25年 ７月 ７日（日）    衆議院選挙期日前投票立会人 

平成25年 ７月 ８日（月）    学校訪問（第二小） 

平成25年 ７月 ９日（火）    学校ＩＴ検討会 

平成25年 ７月16日（火）    学校給食センター運営審議会事前打ち合わせ 

平成25年 ７月18日（木）    第１回学校給食センター運営審議会 

平成25年 ７月19日（金）    青梅市中学校陸上競技大会 

平成25年 ７月24日（水）    第６回教育委員会臨時会 

平成25年 ７月24日（水）    都市教育長会研修会〈講演会〉（東京自治会館） 

平成25年 ７月24日（水）    いじめゼロ宣言子ども会議 

平成25年 ８月 １日（木）    第１回教育委員協議会 

平成25年 ８月 １日（木）    第７回教育委員会定例会 

平成25年 ８月11日（日）    スポーツ祭東京2013デモ競技ビーチボール大会開会式 

平成25年 ８月14日（水）    学校給食センター運営審議会第二小学校給食室見学 

平成25年 ８月20日（火）    多摩・島しょ広域連携活動助成金事業・子ども体験塾講演会 

平成25年 ８月22日（木）    第８回教育委員会定例会 

平成25年 ８月22日（木）    中学校長と教育委員の懇談会 

平成25年 ８月22日（木）    市立美術館参観「美術のはてな？」 

平成25年 ８月28日（水）    青梅市中学校教育研究会〈講演会〉（青梅市民会館） 

平成25年 ８月31日（土）    青梅子どもサマーコンサート（青梅市民会館） 

平成25年 ９月12日（木）    第９回教育委員会臨時会 

平成25年 ９月14日（土）    運動会（第六中、霞台中、東小・中） 

平成25年 ９月15日（日）    青梅児童合唱団定期演奏会（市民会館） 

平成25年 ９月21日（土）    運動会（第一中、第三中、西中、新町中） 

平成25年 ９月28日（土）    運動会（第一小、第三小、第四小、河辺小、新町小、若草小、吹上小） 

平成25年 ９月28日（土）    国民体育大会総合開会式（味の素スタジアム） 

平成25年 ９月29日（日）    運動会（第六小、友田小、藤橋小） 

平成25年10月 ４日（金）    スポーツ祭東京2013カヌー競技開会式 

平成25年10月 ５日（土）    スポーツ祭東京2013カヌー競技観戦 
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平成25年10月10日（木）    第10回教育委員会定例会 

平成25年10月11日（金）    東京都市町村教育委員会連合会管外視察研修（江戸川区、江東区） 

平成25年10月12日（土）    スポーツ祭東京2013ゴールボール競技観戦 

平成25年10月14日（月）    青梅市スポーツ振興基金条例に基づく表彰式 

平成25年10月17日（木）    学校訪問（第五小、西中） 

平成25年10月17日（木）    第11回教育委員会臨時会 

平成25年10月18日（金）    成木小学校歴史資料室リニューアル展示会 

平成25年10月21日（月）    学校訪問（第二中） 

平成25年10月24日（木）    第12回教育委員会臨時会 

平成25年10月24日（木）    学校訪問（第七小、第六中） 

平成25年10月25日（金）    教育指定校研究発表会（吹上中） 

平成25年10月26日（土）    藤橋小学校創立30周年記念式典 

平成25年10月26日（土）    第七小・第六中学校合同音楽祭 

平成25年10月27日（日）    青梅市合唱祭 

平成25年10月28日（月）    学校訪問（成木小、第三中） 

平成25年11月 ２日（土）    第９回青梅市小・中学生の主張大会（青梅市民会館） 

平成25年11月 ２日（土）    第七小学校開校140周年記念行事 

平成25年11月 ７日（木）    第13回教育委員会定例会 

平成25年11月 ８日（金）    第三小教育研究指定校発表会 

平成25年11月 ９日（土）    泉中学校創立30周年記念式典 

平成25年11月 ９日（土）    運動会（第二小） 

平成25年11月11日（月）    学校訪問（第六小） 

平成25年11月15日（金）    小・中学校ＰＴＡ連合会講演会 

平成25年11月16日（土）    第七小学校学芸会 

平成25年11月16日（土）    友田小学校展覧会 

平成25年11月18日（月）    学校訪問（第一小、第一中） 

平成25年11月19日（火）    東京都市町村教育委員会連合会第一ブロック研修会（瑞穂町） 

平成25年11月21日（木）    第14回教育委員会定例会 

平成25年11月23日（土）    若草小学校学習発表会 

平成25年11月23日（土）    第一小学校展覧会 

平成25年11月27日（水）    アートプログラム青梅 

平成25年12月 １日（日）    第75回奥多摩渓谷駅伝競走大会 

平成25年12月 ７日（土）    青梅市科学センター閉講式 

平成25年12月 ８日（日）    青梅市民合唱団定期演奏会 

平成25年12月12日（木）    小学校音楽鑑賞教室（福生市民会館） 

平成25年12月13日（金） 中学校音楽鑑賞教室（福生市民会館） 

平成25年12月14日（土）    家庭教育講演会「猫の目で見守る子育て」（中央図書館） 

平成25年12月16日（月）    第15回教育委員会臨時会 

平成25年12月18日（水）    市議会委員再任あいさつ（本会議場） 

平成25年12月19日（木）    教育委員会委員辞令交付式 

平成25年12月19日（木）    第16回教育委員会臨時会 

平成25年12月20日（金）    夜回り先生講演会（青梅市民会館） 

平成25年12月21日（土）    平和の集い「佐藤和孝平和講演会」 

平成25年12月24日（火）    中学校駅伝競走大会（明星大学青梅校） 

平成25年12月24日（火）    スポーツ祭東京2013青梅市実行委員会第７回総会 

平成25年12月27日（金）    教育長退任式 

平成26年 １月 ６日（月）    教育長辞令交付式 

平成26年 １月 ９日（木）    新教育長就任式 

平成26年 １月 ９日（木）    第17回教育委員会定例会 

平成26年 １月12日（日）    消防団出初式 
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平成26年 １月13日（月）    平成２６年青梅市成人式 

平成26年 １月15日（水）    青梅市図画工作部研究会講師（第五小） 

平成26年 １月17日（金）    東京都市町村教育委員会連合会理事会・理事研修会（東京自治会館） 

平成26年 １月17日（金）    第一中学校言語能力向上推進校研究成果報告会 

平成26年 １月24日（金）    第二小学校研究指定校発表会 

平成26年 １月25日（土）    青梅市文化団体連盟新春懇談会 

平成26年 １月28日（火）    友田小学校道徳地区公開講座 

平成26年 １月28日（火）    第三小学校学校公開 

平成26年 ２月 ２日（日）    青梅市親子ふれあい綱引き大会（総合体育館） 

平成26年 ２月 ２日（日）    小学校造形作品展（市立美術館） 

平成26年 ２月 ５日（水）    青梅市小学校教育研究発表会（青梅市民会館） 

平成26年 ２月 ６日（木）    第18回教育委員会定例会 

平成26年 ２月 ７日（金）    青梅市教育相談所研究発表会 

平成26年 ２月12日（水）    青梅市中学校教育研究発表会（青梅市民会館） 

平成26年 ２月13日（木）    第19回教育委員会臨時会 

平成26年 ２月18日（火）    学校給食センター運営審議会 

平成26年 ２月20日（木）    第20回教育委員会臨時会 

平成26年 ２月23日（日）    明星大学造形芸術学部卒業制作選抜展 

平成26年 ２月26日（水）    多摩・島しょスポーツ振興事業〈為末 大氏講演会〉（青梅市民会館） 

平成26年 ３月 １日（土）    三中・三小・今井小学校三校合同スプリングフェスティバル 

平成26年 ３月 ６日（木）    新町中学校合唱コンクール 

平成26年 ３月20日（木）    市立中学校卒業式 

平成26年 ３月20日（木）    第21回教育委員会臨時会 

平成26年 ３月21日（金）    第三中学校吹奏楽部定期演奏会 

平成26年 ３月22日（土）    東小・中学校卒業式 

平成26年 ３月24日（月）    市立小学校卒業式 

平成26年 ３月27日（木）    第22回教育委員会定例会 
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Ⅲ 青梅市教育委員会の平成２５年度教育目標および基本方針

青梅市教育委員会は、平成２５年度に取り組む教育行政の基本となる「教育目標」と、この目標を

達成するために５つの「基本方針」を次のように策定しました。 

青梅市教育委員会の教育目標

青梅市の教育は､郷土の歴史と文化を尊重し､文化の継承と豊かな青梅の創造を目指し、平和な国家お

よび社会の形成者として自主的かつ進取の精神にみちた健全な人間の育成と広く国際社会に生きる市民

の育成とを期して､行われなければならない。

また､社会や時代の変化に伴う課題をとらえ､将来の展望をもった広い視野に立つ柔軟な発想を基に､

未来を担う人間の育成を図ることが重要である。

青梅市教育委員会は､このような考え方に立つとともに､日本国憲法および教育基本法にのっとり、以

下の｢教育目標｣に基づき､学校教育および社会教育を推進する。

[青梅市教育委員会教育目標] 

 青梅市教育委員会は、子どもたちが、知性､感性､道徳心や体力をはぐくみ、郷土を愛する人間

性豊かな市民として成長することを願い、

○ 互いの人格を尊重し、思いやりと規範意識のある人間

○ 社会の一員としての自覚をもち、勤労と責任を重んじ、社会に貢献しようとする人間

○ 自ら学び考え行動する、個性と創造力豊かな人間

の育成に向けた教育の充実、推進を図る。

 また、学校教育および社会教育を充実し、だれもが生涯を通じ、自らの目標を目指して学び、

互いに認め､支え合うことができる社会の実現を図る。

 そして、教育は活力ある地域の中で、家庭、学校および地域のそれぞれが責任を果たし、連携

して行うものであるとの認識に立って、すべての市民が教育に参加することを目指していく。

（平成13年12月４日  青梅市教育委員会決定） 

（平成17年 ２月3日  青梅市教育委員会改訂） 
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平成２５年度 青梅市教育委員会の基本方針 

【基本方針１ ｢人権尊重の精神｣と｢社会貢献の精神｣の育成】 

すべての市民が人権尊重の理念を正しく理解するとともに、思いやりの心や社会生活の基本的ル

ールを身に付け、協調と責任ある行動をとり、社会に貢献しようとする精神をはぐくむことが求め

られている。 

そのために、人権教育および心の教育を充実するとともに、社会の一員としての自覚や公共心を

もち自立した個人を育てる教育を推進する。

１ 人権教育の推進 

あらゆる偏見や差別をなくすために、人権尊重の理念を広く家庭・学校・地域に定着する人権教育

を推進する。 

２  心の教育の推進

児童・生徒が自他をいつくしみ生命を大切にし、思いやりの心や社会生活の基本的ルールを身に付

けるために、道徳教育や障害への理解を深める教育の充実を図るとともに、家庭・学校・地域等が協

働した心の教育を推進する。 

また、真・善・美などの人間的な価値観を養うために、情操教育の推進を図る。 

３  社会に貢献できる個人の育成

相互の支え合いと秩序のある社会を目指して、権利と義務、自由と責任についての認識を深め、協

調と責任ある行動をとることができる個人を育てるために、社会体験や奉仕活動、地域との交流活動

等の学習の機会を充実する。 

４  郷土愛をはぐくむ教育の推進 

児童・生徒が地域に住む人々の暮らしや心情への理解を深めるために、青梅の文化や伝統にふれる

機会や地域における交流活動を推進する。 

５  地域に根ざした教育の充実

児童・生徒が地域に愛着をもち、地域の一員としての自覚を高め、地域に貢献する人材を育成する

ために、身近な地域の自然や文化を教材として取り扱うことや地域人材の活用を図るとともに、関係

施設や機関との連携を通して、地域に根ざした教育活動を充実する。 

６ 健全育成の推進 

豊かな人間性と社会性を育成するために、児童・生徒の基本的な生活習慣の確立を図り、規範意識

を高め、公共心をはぐくむことにより、健全育成を推進する。

７ いじめ、不登校問題への対応 

いじめの根絶、不登校問題の解消に向けて、家庭・学校・地域および行政と関係諸機関の連携をよ
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り一層推進し、早期発見、早期解決を図る。 

【基本方針２ 「豊かな個性」と「創造力」の伸長】 

国際化や高度情報化など社会の変化に対応できるよう、児童・生徒一人一人の思考力、判断力、

表現力などの資質･能力を育成することが求められている。 

そのために、基礎的・基本的な学力の向上を図り、児童・生徒の個性と創造力を伸ばす教育などを

重視するとともに、広く国際社会に生きる市民を育成する教育を推進する。

１ 学力の向上 

学力の実態把握に努め、学習指導の改善を図るとともに、わかる授業・魅力ある授業を通して、児

童・生徒の学習意欲を高め、家庭学習の援助の手立てを工夫し、学力の向上を図る。さらに、コミュ

ニケーション能力の育成や言語感覚の育成のため、言語力の向上を目指す。 

２ 個を伸ばす指導の充実 

基礎的・基本的な学力の確実な定着を図るために、学力調査(国、東京都)結果や授業評価の分析・

考察をもとにした授業改善の推進を図る。 

また、教科指導法の研究開発を一層進めるとともに、少人数指導や総合的な学習の時間などの学習

を工夫・改善し、個を伸ばす指導の充実を図る。 

３ 健康・体力づくりの推進 

児童・生徒一人一人が豊かな個性を発揮するための基盤となる健康や体力に関する意識を高め、健

康の保持増進に向けた資質や能力をはぐくむ。そのために、食育リーダーを活用した食に関する指導

の充実や体力テストの結果の活用を図り、家庭・学校・地域が連携・協力した健康・体力づくりを推

進する。 

また、運動部活動の振興に向けた支援の充実を図る。 

４ 国際理解教育の推進 

国際理解教育の推進を図るために、外国人英語指導助手を活用し、小学校における外国語活動およ

び中学校での英語教育を充実する。 

５ 情報教育の推進 

児童・生徒の情報選択・情報活用能力等を育成し、確かな学力の向上を図るために、各教科や特別

活動、総合的な学習の時間の学習活動などにおいて、積極的にＩＣＴ環境等の活用を図る。 

※（ＩCＴ：Information and Communication Technology【情報コミュニケーション技術、情報通信

技術】）   

６ キャリア教育の充実 

望ましい勤労観や職業観をはぐくみ、働くことの意義を理解するために、職業に関する調べ学習や

職場訪問、職場体験等を通して、働く人々や地域の人々との交流を深める教育活動の充実を図る。 
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７ 特別支援教育の円滑な実施 

障害のある児童・生徒に対する教育的な支援を円滑に実施するために、特別支援教育の理解・啓発

に努めるとともに、「青梅市特別支援教育実施計画第三次計画（平成２４～２８年度）」にもとづいて、

特別支援学級の整備を検討するとともに、専門家による巡回・訪問相談や小・中学校の校内体制の充

実、個別指導計画の活用、副籍制度等による交流活動の取組などの充実を図る。

８ 教育相談体制の充実 

いじめ、不登校等の多様な課題に対応するために、メール相談や電話相談の機能を高めるとともに、

派遣相談の充実を図る。また、適応指導教室「ふれあい学級」の指導内容の一層の充実や、スクール

カウンセラー等を活用した学校支援体制および相談環境の充実を図る。 

特別支援教育の推進に向けて、相談から支援までが一体となったシステムの構築を目指す。 

９ 小・中学校一貫教育の推進 

９年間の義務教育を見通した学習指導および健全育成の充実を図るために、各中学校区の特色を生

かした、小・中学校一貫教育を推進する。 

10 小規模特別認定校制度導入に伴う教育の推進 

児童・生徒数の減少により、集団学習が困難となるおそれのある小規模な小・中学校に対する小規

模特別認定校制度の継続により、児童・生徒数の確保を図るとともに、学校の特色や地域の特性を生

かした安定的な教育を推進する。 

【基本方針３ 生涯学習の推進と社会教育の充実】 

市民が生涯を通じ、主体的に学習機会を選択して学ぶことができるような生涯学習社会を実現す

ることが求められている。 

そのために、「青梅市生涯学習推進計画」にもとづいた施策の推進に努めるとともに、学習環境

を整備し、「ともに学んで生きるまち」を目指して社会教育の充実を図る。

１ 生涯学習の推進 

市民が自発的な意思をもって、主体的に学習することを支援するために、「青梅市生涯学習推進計画」

にもとづき、生涯学習ネットワークを構築し、大学等関連機関との連携を密にして、市民の生涯学習

を総合的・広域的に推進する。 

２ 生涯学習の環境整備 

生涯学習の機能の充実を図るために、市民の学習要望の把握と学習情報・機会の提供、施設の整備・

活用および講師・指導者等の登録制度の充実など、学習環境の整備に努める。 

また、市民の学習要望に対応するため、各種講座・教室を効率的、効果的に実施する。 

３ 青少年の体験活動の充実 
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青少年の自立を支援し、地域との交流などを図るために、ボランティア活動など社会奉仕体験活動、

自然体験活動、その他の体験活動の機会の充実に努める。 

また、多様な体験活動を通して、集団的活動における協調性やリーダー性等を養う。 

４ 家庭教育への支援 

子どもたちの生活習慣の確立を目指すために、国や東京都と連携して、家庭教育への啓発事業の推

進を図る。 

家庭の教育力の向上を図るために、家庭、学校および地域の連携・協力を推進するとともに、講演

会を開催するなどして家庭教育への支援に努める。 

  また、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児期の教育支援を推進する。 

５ 地域における健全育成の推進 

地域社会の中で、心豊かで健やかな子どもをはぐくむために、地域と連携し、体験・交流活動の環

境づくりを推進する。 

６ 学校開放の推進 

生涯学習を広域的に推進するために、学校教育と連携を図り、学校施設の有効活用や教員の専門性

など、学校のもつ機能を市民の生涯学習事業に活かした学校開放の推進に努める。 

７ 社会教育施設の環境整備 

生涯学習事業の一層の推進・充実を図るために、社会教育施設の環境整備に努めるとともに、新し

い社会教育施設のあり方について検討する。 

【基本方針４ 文化・芸術の振興】 

市民が生涯を通じて、文化・芸術に親しむ機会の充実が求められている。 

そのために、優れた文化・芸術や貴重な文化財を通じ、市民がひとしく文化を享受し、創造活動

ができるよう文化・芸術活動への支援に努める。

１ 文化財の保護・普及 

長い歴史の中で培われてきた貴重な有形・無形の文化財を保護するとともに、市民への普及活動に

努め、郷土に対する意識をはぐくむ。 

２ 芸術活動の振興 

市民が優れた文化や芸術に触れる機会を充実させる。また、多岐にわたる芸術に関する学習および創

作活動を支援し、芸術活動の振興を図る。 

３ 文化施設の環境整備 

  市民が芸術の鑑賞、学習できる場の充実を図るため、文化施設が連携するとともに、計画的に施設の

整備に努める。
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４ 読書活動の推進 

市民が自主的に調べ学ぶことができる環境を提供するために、図書等資料の継続的な整備を行うと

ともに、「青梅市子ども読書活動推進計画」を推進するほか、図書館事業の充実、図書館ボランティ

アとの協働などに努める。 

また、図書館管理運営体制の見直しなど、今後の青梅市図書館のあり方を検討する。 

【基本方針５｢市民の教育参加の促進｣と｢主体的な教育行政の推進｣】 

家庭・学校・地域が相互に連携・協力をすることによって、すべての市民の教育参加を進め、教

育行政を力強く展開していくことが求められている。 

そのために、青梅市の特性を生かした主体的な教育行政を推進するとともに、市民からより信頼

される学校づくりに向けて、学校経営の改革を進めていく。

１ 将来を見通した教育施策の推進 

将来の青梅市を見通した教育を創造し、時代の変化に即した教育施策の推進を図るために、「青梅市

教育推進プラン」にもとづく施策を実施する。 

２ 開かれた学校づくりの推進 

保護者や市民から学校運営等への支援を一層得るために、積極的な教育活動の公開や市民の学校行

事等への参加の拡大を図るとともに、学校運営連絡協議会や保護者、地域住民等による学校関係者評

価の実施や、学校評価の結果を公表することなどにより「開かれた学校づくり」を推進する。 

３ 特色ある学校づくりの推進 

教育活動の充実および活性化を図るために、家庭・学校・地域が一体となって、活力ある学校づく

りを進めるとともに、地域の実情、児童・生徒の実態に応じた特色ある学校づくりを推進する。 

４ 安全・安心な学校づくりの推進 

日常の教育活動や登下校時等の安全指導・管理、安全確保の徹底を図るために、家庭・学校・地域・

関係諸機関が相互に連携した安全・安心な学校づくりを一層推進するとともに、通学路の安全確保対

策を推進していく。 

５ 学校給食の充実 

安全で栄養バランスのとれた、おいしい給食の提供に努めるとともに、栄養教諭と連携して食育の

推進を図る。また、「青梅市学校給食の運営に関する検討委員会報告書」を活用しながら、効率的な

業務運営を図るとともに、調理場施設・設備の計画的な整備や食器の改善を図る。 

さらに、給食費の未納対策についても各学校と連携し推進していく。 

６ 学校経営の充実 

年間を通した学校評価システムの効果的な運用を推進し、学校経営の改善・充実を図る。また、校

長、副校長、主幹教諭を中心にした組織的な運営体制の充実を図り、校内の各分掌組織を効果的に活
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用し、自主的・自律的な学校経営を推進する。 

７ 教職員の資質・能力の向上 

教職員が児童・生徒への理解を深め、指導と評価の一層の改善・充実を図るとともに、教育にかか

わる諸課題を解決する資質や能力を高めるために、各種研究事業の支援およびライフステージに応じ

た教員研修等の充実を図る。 

８ 教職員の服務規律の確保 

教職員による体罰等の服務事故の防止を徹底するために、研修などを通して、教育公務員としての

自覚や法令遵守の意識を高め、学校教育に対する信頼の確保に努める。 

９ 学校施設の安全対策等の推進 

児童・生徒の安全確保と市民の避難所・避難場所としての役割を果たすために、耐震改修年次計画

を推進するとともに、老朽化対策および非構造部材の耐震対策等により教育環境の整備を図る。

10 教育委員会の機能の充実 

開かれた教育行政を推進するため、取組内容や結果について、速やかで積極的な情報発信を行うと

ともに、市民の意見や要望に耳を傾け、家庭・学校・地域との一層の連携を深めながら、主体的な活

動とともに機能の充実を図る。 

11 スポーツに関する市長部局との連携 

スポーツに関して、市長部局との協議・連携の場を通して情報交換等を行いながら、教育委員会に

おける体育の充実を図る。 

     教育目標         平成１３年１２月 ４日 青梅市教育委員会決定 

教育目標一部改訂 平成１７年  ２月 ３日 青梅市教育委員会決定 

基本方針         平成１８年  １月１２日 青梅市教育委員会決定 

基本方針         平成１９年  １月１１日 青梅市教育委員会決定 

基本方針         平成２０年  ２月２１日 青梅市教育委員会決定 

基本方針         平成２１年  ２月 ２日 青梅市教育委員会決定 

基本方針         平成２２年  ２月 ４日 青梅市教育委員会決定 

基本方針     平成２３年  ２月 ３日 青梅市教育委員会決定 

基本方針     平成２４年  ２月 ２日 青梅市教育委員会決定 

基本方針     平成２５年  ２月１４日 青梅市教育委員会決定
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Ⅳ 青梅市教育委員会事務点検評価（平成２５年度事業） 

 「平成２５年度 青梅市教育委員会 教育施策の概要」を基本として、平成２５年度は、１６８項目にわたる事

務点検・評価を実施した。その中には、毎年実施する基本的項目も含まれるため、本報告書においては、基本方針

および教育施策ごとに、特に重点となる項目に関する評価を記載した。 

基本方針１ 「人権尊重の精神」と「社会貢献の精神」の育成

すべての市民が人権尊重の理念を正しく理解するとともに、思いやりの心や社会生活の基本的ルールを身に付け、

協調と責任ある行動をとり、社会に貢献しようとする精神をはぐくむことが求められている。 

そのために、人権教育および心の教育を充実するとともに、社会の一員としての自覚や公共心をもち自立した個人

を育てる教育を推進する。 

平成２５年度教育施策と取組状況 

１ 人権教育の推進 ▼道徳教育推進委員会が作成したリーフレット（指導事例集）を活用するなどして道徳授業を充

実させ、地域保護者と一体になって道徳教育の実践を広めた。 

２ 心の教育の推進 ▼道徳副読本を活用し、子供たちの道徳的実践力育成を図った。また、子供たちの悩みを相談す

る場所を周知するなど、学校以外の相談機関につなげる心のパスポートを全児童・生徒に配付したほか、子供たちに

本格的な演奏を聞かせたり子供たち自身の演奏発表会をしたりするなど、音楽教育の支援を行った。 

３ 社会に貢献できる個人の育成 ▼未就学児、小・中学生および高校生を対象とした社会体験活動の推進を図ったほ

か、生涯学習だよりを発行して生涯学習事業への参加・促進を図った。 

４ 郷土愛をはぐくむ教育の推進 ▼親子で地域の伝統・文化に親しめるよう大工入門講座、墨文字アートの作成など

７つの文化体験プログラムを実施した。また、郷土を愛する心を育てることを目的に、優れた伝統芸能を継承してい

る児童・生徒を認め表彰する、青梅市伝統文化奨励表彰を実施した。 

５ 地域に根ざした教育の充実 ▼各学校の特色を生かした体験学習を実施したほか、文化・伝統・芸術等の成人向け

講座、講演会および外国の異文化体験講座などを実施した。 

６ 健全育成の推進 ▼薬物乱用防止教室を実施し、薬物の乱用防止に関する基本的な理解と実践力を高める活動を行

った。 

７ いじめ、不登校問題への対応 ▼いじめ防止について、児童・生徒が主体となった取組「いじめゼロ宣言子ども会

議」を開催したほか、いじめの早期発見を図るため、スクールカウンセラーを全校に配置したり、学校と家庭、地域

をつなぐスクールソーシャルワーカーを活用したりするなど、いじめ問題、不登校問題に対応した。 

主な事務事業の取組 

事 業 名 年 度 目 標 
取 組 状 況 

今後の方向性 
評 価 

担当課 成 果 ・ 課 題 

・人権教育にかかわ

る研修会の実施 

多様化するいじめ

問題等に対応するた

め、教職員の人権感覚

を高める研修会を実

施する。 

 東京都教育委員会主催、四市一郡共

催の研修会へ校長、副校長、主幹教諭、

進路指導主任等の派遣および人権教

育研修を実施した。 

 人権教育推進委員会において、年６

回の研修会を実施。 

教職員の人

権感覚を高め

るとともに、子

供たちの人権

意識を高める

授業実践や自

尊感情を高め

る研修会を実

施する。 

◎ 

指導室 

 人権教育推進担当教員のスキルア

ップができた。今後は、研修会や委員

会で身に付けた知識を学校の中で広

めることが課題である。   
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事 業 名 年 度 目 標 
取 組 状 況 

今後の方向性 
評 価 

担当課 成 果 ・ 課 題 

・「心のパスポート」

の配布・活用(児童・

生徒・保護者用)    

子供たちの悩みや

相談する場所を周知

するとともに、心の健

康づくりのために活

用を図る。 

「心のパスポート」を全児童・生徒

および保護者に配布し、学校以外の相

談機関につなげている。 

  継続して、全

児童・生徒に配

布し、心の健康

づくりを一層

推進する。 

◎ 

指導室 生徒手帳に入る大きさに改善する

など、いつでも携帯し活用できるよう

に改善した。 

・社会体験活動の推

進・充実  

未就学児、小・中学

生および高校生を対

象とした自然体験、社

会体験活動の推進・充

実を図る。 

① 小学５年生から高校３年生まで

を対象に青少年リーダー育成研修

会を実施 

② ４才から小学生までを対象に農

業食育体験教室を実施 

青梅らしさ

を生かした体

験活動をプロ

グラムに盛り

込み、参加者募

集等広報にも

力を入れて実

施していく。 ○ 

社会教育課 

① 延べ参加者280名。多くの体験活

動を通じて、社会性・協調性を育ん

だ。参加応募数が定員に満たなかっ

た。（青少年リーダー育成研修会＝

定員42名→参加35名） 

② 延べ参加者 379 人。農作物の育

成・収穫だけでなく、食育について

も学び、ふれあいまつりでは販売体

験も実施した。 

・奉仕活動の推進・

充実  

青少年リーダー育

成研修会修了生をボ

ランティア人材とし

て活用する。 

社会教育課の事業

でボランティアを活

用するとともに、育

成・充実を図る。 

青梅市成人式、放課後子ども教室、

釜の淵新緑祭等でボランティアを活

用した。 

市内学校機

関の学生およ

び高齢者クラ

ブなどへの依

頼を引き続き

行う。 

◎ 

社会教育課 
放課後子ども教室では、中学生等の

ボランティアが参加するようになっ

たが、新規開設校を含めてさらに参加

を呼びかけていく。 

・児童・生徒が主体

となった「いじめ防

止」の取組の充実 

いじめ撲滅に向け、

児童・生徒の主体的な

活動を推進するため

に、「いじめゼロ宣言

子ども会議」を開催す

る。 

平成25年７月24日(水)、市役所に

おいて「いじめゼロ宣言子ども会議」

を開催した。 

小学生32人、中学生20人が代表と

して参加した。 

継続して開

催することで、

「いじめ防止」

意識や子供の

自治能力を高

める活動にす

る。 

◎ 

指導室 

各学校における実際の取組みにつ

いて良い点や課題を客観的に確認す

ることができた。 

・スクールカウンセ

ラーの全校配置  

 いじめの根絶、不登

校問題について、早期

発見を図る。 

全校にスクールカウンセラーを配

置し、専門家の相談を受け易い体制を

整えた。 

青梅市教育

相談所等との

連携により早

期発見・早期解

決を図る。 
◎ 

指導室 

青梅市教育相談所との連携により、

教職員、保護者への迅速な対応が図れ

た。 
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事 業 名 年 度 目 標 
取 組 状 況 

今後の方向性 
評 価 

担当課 成 果 ・ 課 題 

・スクールソーシャ

ルワーカーの活用 

 いじめの根絶、不登

校問題について、家庭

内、地域などによる課

題を発見する。 

１名のスクールソーシャルワーカ

ーが各校の求めに応じ、家庭訪問等を

通した原因の発見と対応に努めた。 

平成25年度は、課題をもつ29人に

対応した。 

スクールソ

ーシャルワー

カーを増員し、

問題を抱える

児童・生徒のお

かれた家庭等

の課題を早期

に発見対応し

ていく。 

◎ 

指導室 

学校および子ども家庭支援課との

協力により、慎重な対応を行った。 

・いじめ対応マニュ

アルの作成 

いじめの根絶、不登

校問題について、未然

防止を含めた方策に

ついて周知する。 

全校へ配付し、関係機関との連携を

図って問題に対応した。 

青梅市いじ

め防止条例を

制定して、未然

防止、早期発

見、対応、解決

を促進し、市内

全校でのいじ

めの根絶を目

指す。 

◎ 

指導室 

サポート会議等、学校からの要請が

増え、関係機関との連携が深まってい

る。 



- 25 - 

基本方針２ 「豊かな個性」と「創造力」の伸長

国際化や高度情報化など社会の変化に対応できるよう、児童・生徒一人一人の思考力、判断力、表現力などの資質･

能力を育成することが求められている。 

そのために、基礎的・基本的な学力の向上を図り、児童・生徒の個性と創造力を伸ばす教育などを重視するとともに、

広く国際社会に生きる市民を育成する教育を推進する。 

平成２５年度教育施策と取組状況 

１ 学力の向上 ▼学力の向上を図るため、学力向上推進委員会作成による家庭学習リーフレット「家庭学習のすすめ」

を全児童・生徒に配付した。また、学校図書館支援員の配置を拡大することにより学校図書館の整備を図り、もって

国語力を向上させるための教育活動を推進した。 

２ 個を伸ばす指導の充実 ▼児童・生徒の学力向上を図るため、授業改善推進プランの作成、実施、検証に関して指

導を行ったほか、指導上配慮を要する児童・生徒への学習指導および生活指導を支援するため、学校教育活動支援員

を全校に配置し、児童・生徒の心のケアや個に応じた指導の充実を図った。 

３ 健康・体力づくりの推進 ▼全小・中学校の児童・生徒を対象にした体力テストを実施し、児童・生徒の健康・体

力の現状を把握するなど、学校が取り組むべき方向性を明らかにした。また、学校医および学校歯科医と学校、教育

委員会との連絡会議を実施して、情報の共有、学校保健の課題や諸問題を協議するなど、連携を深めた。 

４ 国際理解教育の推進 ▼小学校において外国語活動（英語）に関する研修等を通して指導の充実、改善に努めた。

また、外国人英語指導助手を活用して、児童・生徒のコミュニケーション能力の育成と国際理解の基礎を培った。 

５ 情報教育の推進 ▼中学校 10 校に教育用コンピュータ等のＩＣＴ機器を更新したほか、学校にコンピュータやネ

ットワークの障害等に迅速に対応できる体制を整備した。 

６ キャリア教育の充実 ▼中学校２年生全員を対象に、望ましい職業観や労働観を育むため５日間の職場体験活動を

実施した。また、地域の人材を活用して福祉体験活動等、様々な体験活動を実施した。 

７  特別支援教育の円滑な実施 ▼発達障害を含め障害のある子供たちへの適切な教育的支援を行うため、専門家によ

る巡回・訪問相談を実施した。また、特別支援教育の理解・啓発を目的として市民向けの研修会を実施したほか、幼

稚園、保育所等で行ってきた指導・支援の内容を就学後の支援に生かすため、就学支援シートの活用を促進した。 

８ 教育相談体制の充実 ▼各校ごとに教育相談体制を整備したほか、適応指導教室において不登校および不登校傾向

にある児童・生徒に対し、在籍校復帰を図るための適切な指導および助言など支援を行った。 

９ 小・中学校一貫教育の推進 ▼小学校、中学校間の交流、双方の教員による授業参観、合同ランニング教室など全

小・中学校で、小・中一貫教育を実施した。 

10 小規模特別認定校制度導入に伴う教育の推進 ▼市街化調整区域内にある成木小学校および第七中学校の児童・生

徒の減少に対応するため、他の通学区域からの入学・転学を認めることで、少人数でふれあいに満ちた特色ある教

育活動の中で児童・生徒を学ばせ、児童・生徒数の確保を図った。 

主な事務事業の取組 

事 業 名 年 度 目 標 
取 組 状 況 

今後の方向性 
評 価 

担当課 成 果 ・ 課 題 

・学力向上推進

委員会による

家庭学習リー

フレット等の

作成および周

知 

子供たちの家庭学習の

確立を図る。 

全校に指導資料集「児童・生徒の学力

向上を図るための調査報告書」を、全児

童・生徒に『家庭学習のすすめ』を配付

するとともに、学力向上５か年計画を作

策定した。また、青梅市学力向上アドバ

イザーとして、有識者を招聘した。 

家庭での学習週

間の確立への一層

の充実を図る。 

青梅サタデース

クールを立ち上

げ、基礎的・基本

的な学習の習得を

目指す。 

◎ 

指導室 

・全校で学力向上に向けた様々な取組み

を行うことができた。 

・家庭との連携・協力を図ることができ

た。 
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事 業 名 年 度 目 標 
取 組 状 況 

今後の方向性 
評 価 

担当課 成 果 ・ 課 題 

・学校図書館支

援員配置の拡

充 

国語力の向上に向けた

教育活動の推進を図る。 

小・中学校で５校配置であったが、14

校へ配置した。 

学校図書館支援

員の活用を図り、

配置されていない

学校へも支援でき

る体制の構築を進

める。 

◎ 

指導室 学校図書館の整備が進み、子供たちの

読書環境が整った。 

・小・中学校へ

の学校教育活

動支援員の派

遣  

※LD（学習障害）知
的発達の遅れは見ら
れないが、特定の能
力に著しい困難を示
すもの。 
ADHD（注意欠陥多動
性障害）年齢や発達
に不釣り合いな注意
力や衝動性、多動性
を特徴とする行動の
障害。 

指導上配慮を要する児

童・生徒への学習指導お

よび生活指導に関する支

援の充実を図るため、ま

たＬＤ、ＡＤＨＤ（※）、

高機能自閉症等を含めた

障害のある児童・生徒に

関する教員の指導を支援

し、個に応じた指導の充

実を図るため、学校教育

活動支援員を全校に配置

する。  

学校教育活動支援員の配置 

・週５日×35週×小学校17校 

・週５日×35週×小学校７校（加配置） 

・週２日×35週×小学校１校（加配置） 

・週２日×35週×中学校11校 

学校教育活動支

援員の必要性は高

まっていることか

ら、今後も継続し、

配置人数と配置時

間の拡充を検討す

る。 
○ 

教育指

導担当 

学校教育活動支援員を配置し、特別支

援教育コーディネーターと連携し、教員

の指導を支援することにより、児童・生

徒の心のケアや個に応じた指導の充実

を図ることができた。 

通常学級における学校教育活動支援

員の必要性は高まっており、引き続き支

援員の増員を図っていく必要がある。 

・食育リーダー

を中心とした

食に関する指

導体制の充実

と指導の推進  

食に関する校内指導体

制の充実を図る。 

 年３回の連絡会を通して、各学校の実

践事例を共有し、食に関する指導の充実

を図った。 

今後は、食育や

環境教育、アレル

ギー問題等の諸課

題を内包した、健

康・安全教育の態

勢を構築していく

必要がある。 

◎ 

指導室 年１回の研究授業を通して、食育に関

する実践的な指導方法を共有すること

ができた。 

・専門家による

巡回訪問相談

の実施 

発達障害を含め障害の

ある子どもたちへの適切

な教育的支援を行うた

め、教育、保健・医療、

福祉等の関係者の連携に

よる事業を展開する。 

 発達障害を含め障害の

ある子どもたちの早期発

見、早期発達支援。 

 乳幼児期から学齢期を

つなぐ就学支援体制の整

備。 

 市立小・中学校の通常

学級に在籍している発達

障害を含め障害のある児

童・生徒への教育的支援。 

巡回・訪問相談の実施 

市内幼稚園７園に対する臨床心理士

の派遣を延17回実施した。 

小・中学校へは校長の派遣要請により

専門家を小学校30回、中学校19回派遣

した。また、教育相談所の心理相談員を

小・中学校の派遣要請により 29 回実施

した。 

子育て推進課からの要請に応じ、市内

保育園 32 園のうち 30 園に対して各３

回、１園に対して２回、他１園に対して

４回の合計 96 回の巡回指導を実施し

た。 

障害のある子ど

もたちの早期発

見・早期発達支援、

乳幼児期から学齢

期をつなぐ就学支

援の観点から、幼

稚（児）園、保育

所、小学校、中学

校への巡回・訪問

相談を一層充実し

ていく。 

臨床心理士や医

師等の専門家によ

る巡回・訪問相談

を全ての小・中学

校での実施を目標

に、一層充実して

いく。 

○ 

教育指

導担当 

幼稚(児）園・保育所において発達障

害等により支援を必要とする児童の早

期発見・早期発達支援が可能となり、学

齢期につなぐ支援体制が強化できた。 

相談員の確保が課題であったが、１名

の臨床心理士の確保ができた。特定の専

門家に依頼が集中してしまうため、日程

調整が困難である。 
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事 業 名 年 度 目 標 
取 組 状 況 

今後の方向性 
評 価 

担当課 成 果 ・ 課 題 

 専門家の指導・助言内容について、校

内での共通理解を図ることが必要であ

り、また保護者に児童・生徒に対する支

援の必要性を理解してもらうことが、課

題である。 

・特別支援教育

に関する研修

会の実施 

学校での特別支援教育

の円滑な展開に向けて、

教職員等の理解・啓発お

よび資質向上に向けた、

研修を計画的・継続的に

実施する。 

特別支援学校と連携を

深めるため、特別支援学

校の特別支援教育コーデ

ィネーターを講師として

招聘する。 

特別支援学校との連携を深め、特別支

援学校の教員を研修会の講師として招

いた。 

① 特別支援教育理解研修を年２回実

施 

② 小・中学校の若手教員育成研修にお

ける特別支援教育の研修の実施 

③ 特別支援学級担任の資質・向上を図

るための研修を実施 

④ 介護員を対象とする特別支援教育

の研修を実施 出席者20名 

⑤ 学校教育活動支援員、学生支援員等

に対する特別支援教育の研修を年２

回実施 

 第１回出席者 53名 

 第２回出席者 55名 

⑥ 幼稚（児）園教諭、保育所保育士等

に対する特別支援教育の研修を年２

回実施 

 第１回出席者 44名 

 第２回出席者 26名 

実践力と専門性

をもった教員の育

成、学校教育活動

支援員に対する具

体的事例にもとづ

く対応や専門性を

高める研修をさら

に充実させてい

く。 

幼・保・小の連

携を推進するた

め、特別支援学校

の特別支援教育コ

ーディネーターを

講師として研修会

を開催する。 

○ 

教育指

導担当 
 教員等の特別支援教育の理解が深ま

り、学校における組織的な取組の意識の

向上が図れた。 

 実践力と専門性をもった教員の育成、

介護員・学校教育活動支援員に対する具

体的事例にもとづく対応や専門性を高

める研修をさらに充実させる必要があ

る。 

 各校の特別支援教育コーディネータ

ーと介護員・学校教育活動支援員との連

携を深めるための研修が必要である。 
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事 業 名 年 度 目 標 
取 組 状 況 

今後の方向性 
評 価 

担当課 成 果 ・ 課 題 

・特別支援教育

の理解･啓発 

特別支援教育の円滑な

実施に向けて、児童・生

徒、保護者、教職員およ

び市民等への理解・啓発

を進める。 

① 特別支援学級に通う子供たちと通

常の学級に通う子供たちとの交流 

② 副籍制度等を活用した特別支援学

校に通う子供たちと地域の子供たち

との交流の推進 

※ 平成25年度、都の副籍事業の充実

に向けモデル事業の実施。 

③ 特別支援教育の理解・啓発に向けた

リーフレットの作成・配布 

④ 保護者・市民等対象の講演会（研修

会）の実施 

市内特別支援学

級在籍児童・生徒

と通常の学級に在

籍する児童・生徒

の交流授業等の一

層の推進を図ると

ともに、副籍制度

を活用した特別支

援学校在籍児童・ 

生徒と市立小・中

学校児童・生徒と

の直接的・間接的

な交流活動の推進

を、特別支援教育

コーディネーター

を通じて呼びかけ

ていくとともに、 

就学相談時に副籍

制度について保護

者に理解を求め推

進していく。 

引き続き、保護

者・市民向けリー

フレットや研修会

（講演会）の充実

を図っていく。 

 また、青梅市教

育委員会ホームペ

ージを活用し、特

別支援教育の理

解・啓発を図って

いく。 

○ 

教育指

導担当 

① 市内特別支援学級在籍児童・生徒と

通常学級在籍児童・生徒との交流授業

が、経常的に実施されている。 

② 副籍制度を活用した特別支援学校

在籍児童・生徒と小・中学校児童・生

徒との間接的・直接的な交流を実施し

た。 

（特別支援学校在籍児童・生徒 79 名

中20名） 

※ 都の副籍モデル事業を実施し、９

割以上の児童・生徒が就学・転学前

に副籍校が決定した。 

③ 就学支援シートの周知と適切な就

学に対する理解啓発を目的として、市

内・市外幼稚園・保育所の５歳児保護

者を対象にリーレット「楽しい学校生

活を送るために（就学支援シートの活

用に向けて）」を作成・配付（2,200

部）した。 

 就学相談および特別支援教育の周

知のために保護者等を対象に、「特別

な支援を必要としている子供たちの

就学について」を作成・配付（1,800

部）した。 

④ 保護者・市民等対象講演会「発達障

害児者の社会参加に向けた対応～将

来の就労・地域生活に向けて幼児・児

童・青年期に何が必要か～」を実施（参

加者115名）した。 
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事 業 名 年 度 目 標 
取 組 状 況 

今後の方向性 
評 価 

担当課 成 果 ・ 課 題 

・就学支援シー

トの活用促進 

幼稚園、保育所等で行

なってきた指導・支援の

内容を就学後の支援に活

かすため、就学支援シー

トの活用を促進する。 

就学時健康診断において、保護者全員

に「就学支援シートを御存知ですか」の

御案内を配付し保護者への周知を図っ

た。各幼稚園、保育所に対し、シートの

活用促進を依頼するとともに、各園を通

して保護者にリーフレットを配付し、シ

ートの活用を啓発した。 

市内・市外の幼稚園・保育所 53 園に

1,340枚のリーフレットと936枚の就学

支援シートを配付した。広報と教育委員

会ホームページに就学支援シートの案

内を掲載し、さらなる周知を図った。 

幼稚園・保育所

からの就学支援シ

ートの提出を受け

た小学校は、個別

指導計画および個

別の教育支援計画

を作成する際の参

考資料として活用

していく。 

幼稚園・保育所

職員対象に就学支

援シートの活用・

記入事例等につい

て、研修会を実施

し一層の活用を図

っていく。 

◎ 

教育指

導担当 
就学支援シートの提出を受けた小学

校は、当該児童への支援の手立てや配

慮、組織的な支援体制を整備する上での

参考として活用した。 

就学支援シートの提出件数が、幼稚

園・保育所H24は29園→H25は 40園に

増加し、件数も103件→172件に増加し

た。提出を受けた学校数は小学校 16 校

である。 

・都立特別支援

学校との連携

の推進 

都立特別支援学校と

小・中学校との交流活動

の推進を図る。 

都立特別支援学校の特

別支援教育コーディネー

ターを特別支援教育研修

会や各小中学校の校内委

員会の講師として招聘

し、教員の特別支援教育

に関する資質の向上を図

る。 

第三小学校・第三中学校を中心に都立

青峰学園との交流活動を実施した。 

小・中学校教員を対象とした特別支援

教育理解研修会講師として、高い専門性

をもつ特別支援学校教員を招聘し、教員

の資質の向上を図った。 

特別支援教育推進協議会委員として

都立特別支援学校校長２人を委嘱し、特

別支援教育の推進を図るとともに、就学

支援委員会委員として、特別支援学校教

員を２人委嘱し、就学支援の充実を図った。 

市内小・中学校

と都立特別支援学

校（青峰学園・羽

村特別支援学校

等）との情報交流、

研修交流、副籍交

流、学習交流を推

進していく。 

特別支援教育推

進協議会、就学支

援委員会における

委員委嘱や各種研

修会講師、巡回訪

問相談員としての

特別支援教育コー

ディネーター派遣

等により特別支援

教育に関する連携

体制を継続してい

く。 

○ 

教育指

導担当 

都立青峰学園の開校後、第三小学校・

第三中学校を中心にした相互訪問等の

交流活動が継続している。 

就学支援委員会委員として青峰学園、

羽村特別支援学校からの推薦に基づき、

特別支援教育コーディネーターに委員

を委嘱し、就学支援委員会において意見

を得ることができた。 

巡回・訪問相談員として、中学校に羽

村特別支援学校および青峰学園から特

別支援コーディネーター各１名の派遣

を受け、特別な支援を必要とする生徒の

進学等について情報提供と指導を受けた。 

特別支援教育コーディネーター連絡 
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事 業 名 年 度 目 標 
取 組 状 況 

今後の方向性 
評 価 

担当課 成 果 ・ 課 題 

 会に特別支援学校の特別支援教育コー

ディネーターの参加を促進しパートナ

ーシップの推進を図った。 

・特別支援学級

の新設準備 

吹上中学校に自閉症・

情緒障害特別支援学級を

新規開設する。 

特別支援学級の開設に向け以下につ

いて取り組んだ。  

・普通教室を特別支援学級教室に改修、

空調機の設置、トイレの新設 

・消耗品、備品の購入 

・開設に伴う周知 

・就学相談でのＰＲ 

・東京都への開設手続き 

・特別支援学級職員室専用電話の設置 

 中学校の自閉

症・情緒障害特別

支援学級が３校体

制となったことか

ら、自閉症・情緒

障害特別支援学級

対象生徒への指導

の充実を図る。 

◎ 

教育指

導担当 

新規開設にあたり、３学級分にあたる

特別支援学級教室を整備した。 

 小学校５・６年生、中学校１・２年生

の保護者対象に新規開設に伴うリーフ

レットを配布した（5,280部）。 

 新規開設にあたり、吹上中学校の特別

支援学級に入級希望のある保護者を対

象に説明会（説明会後、学校見学）を開

催した。（11名の申込があり８名の保護

者が参加） 

就学相談の中で、特別支援学級の見

学・体験を実施しているが、吹上中学校

は開級前のため施設見学のみしか実施

出来なかった。 

 そのため、吹上中学校の授業のイメー

ジが出来ず、体験を実施した既設の学級

へ就学する児童・生徒が多かった。  

・就学相談の実

施 

発達障害を含め障害の

ある乳幼児・児童・生徒

一人一人の教育ニーズに

対応して、必要な支援を

行えるよう相談体制を充

実させる。 

・就学相談件数 210件 

・就学支援委員会開催回数 35回 

 平成 24 年度に比べ、相談件数で 51

件の増加、委員会開催回数は６回の増加

となった。 

相談件数の増加

に対応した委員会

開催を実現してい

く。 

医師の親子面談

を実施しない転学

分の増加等の割振

りを考え、効率的

な委員会の実施を

する。 

◎ 

教育指

導担当 

 固定学級対象の児童・生徒が増加して

いる状況であるが、医師の確保を含め、

大幅な回数増は難しいが、医師の協力に

より開催回数の増加の対応ができた。 

 就学相談の進行状況により、小・中合

同開催等へ変更することで効率的な開

催ができた。 
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事 業 名 年 度 目 標 
取 組 状 況 

今後の方向性 
評 価 

担当課 成 果 ・ 課 題 

・全校における

小･中学校一貫

教育の実施 

小学校と中学校が、９

年間を通して一貫性のあ

る指導を行うことによ

り、学力の向上や生活指

導の取組の充実を図る。 

テーマを「学力向上」「健全育成」「特

別支援教育」の３点に絞り、小・中学校

間の交流、双方の教員による授業参観、

合同のランニング教室などを実施した。 

 また、各中学校区において、取組をホ

ームページに掲載した。 

各学校における

小・中学校一貫教

育の実施状況を把

握するとともに、

小・中学校一貫教

育の円滑な推進を

図っていく。 

◎ 

指導室  テーマを絞ったことで、課題解決に向

けた具体的な取組ができた。カリキュラ

ムの連携から、生徒会活動、ボランティ

ア活動など、子供たちの活動にも広がり

が見えた。 
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基本方針３ 生涯学習の推進と社会教育の充実

市民が生涯を通じ、主体的に学習機会を選択して学ぶことができるような生涯学習社会を実現することが求められ

ている。 

そのために、「青梅市生涯学習推進計画」にもとづいた施策の推進に努めるとともに、学習環境を整備し、「ともに学

んで生きるまち」を目指して社会教育の充実を図る。 

平成２５年度教育施策と取組状況 

１ 生涯学習の推進 ▼市民が大学へ通わなくても専門的な事柄を知る機会を提供する市民大学を年４回開催し、様々

な分野で活躍している大学教授等による講演会を開催した。また、市民が自発的意思をもって主体的に学習すること

を支援するため、第五次青梅市生涯学習推進計画を策定した。 

２ 生涯学習の環境整備 ▼生涯学習だよりを年４回発行し、イベント、学習情報の提供を行ったほか、青梅市生涯学

習サークル登録制度にもとづきサークル情報を募集し、ホームページで募集した情報を周知した。 

３ 青少年の体験活動の充実 ▼自然体験や異年齢間の交流を通して、子供たちの自主性や協調性を育むために、文化

体験、農業食育体験教室等を実施した。また、小学５年生から高校３年生までを対象とした青少年リーダーの育成事

業を通して、地域や学校におけるリーダーとしての資質の向上を図った。 

４ 家庭教育への支援 ▼未就学児と保護者が体操、遊び、季節の行事などを通じて、親と子のかかわり方を学ぶ幼児

教育を実施した。また、家庭教育支援の一環として、家庭教育に関する内容をテーマに講演会を開催した。 

５ 地域における健全育成の推進 ▼心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進するため、小学校の余裕教室等を活

用した放課後子ども教室推進事業を実施し、子供たちに安全で安心な居場所を提供した。 

６ 学校開放の推進 ▼市民の生涯学習を振興するため、学校教育に支障のない範囲で学校施設を開放した。 

７ 社会教育施設の環境整備 ▼釜の淵市民館の非常用照明設備、市民会館耐震診断を実施した。 

主な事務事業の取組 

事 業 名 年 度 目 標 
取 組 状 況  

今後の方向性 
評 価 

担当課 成 果 ・ 課 題 

・生涯学習まち

づくり出前講

座の実施 

行政全体で生涯学習を

推進するとともに、各種

施策に関する市民の理解

を深め、市民によるまち

づくりの推進に寄与す

る。 

各課で企画した42メニューを設定。 市民へ周知し、

利用の増加に努め

るとともに、市民

に最新の情報を発

信できるようなメ

ニュー設定を推進

する。 

○ 

社会教育課 

開催回数51回 参加者2,564人 

・生涯学習フェ

スティバル・釜

の淵新緑祭の

開催    

団体・サークルの学習

成果の発表の場を提供す

ることを目的として開催

する。 

５月 11 日（土）、12 日（日）の２日

間で昨年より３イベント多い 40 イベン

トを実施した。 

出演者・来場者数は、合計3,059人。

来場者は、天候不良の影響で昨年より微

減した。 

生涯学習活動の

発表の場として周

知に努める。 

◎ 

社会教育課 
生涯学習推進市民会議委員と各出演

団体代表者で組織される実行委員会に

よる企画運営により、市民の意見を反映

した自主運営のイベントに移行し、自立

を目指している。 
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事 業 名 年 度 目 標 
取 組 状 況  

今後の方向性 
評 価 

担当課 成 果 ・ 課 題 

・「第五次青梅

市生涯学習推

進計画」の策定 

市民が自発的意思をも

って、主体的に学習する

ことを支援するために、

「第五次青梅市生涯学習

推進計画」を策定する。 

第四次青梅市生涯学習推進計画から

の変更点等について各種生涯学習団体

に調査を行うとともに、４回の青梅市生

涯学習推進市民会議、３回の青梅市生涯

学習推進本部庁内推進会議、３回の青梅

市生涯学習推進本部会議での審議を経

て策定した。平成 26 年２月にはパブリ

ックコメントを実施した。 

策定した第五次

青梅市生涯学習推

進計画にもとづ

き、生涯学習の推

進を図る。 

◎ 

社会教育課

策定された第五次青梅市生涯学習推

進計画を青梅市教育委員会ホームペー

ジに掲載するほか、冊子を作成し関係機

関に配布した。 

・生涯学習情報

の提供(生涯学

習だよりの発

行、ホームペー

ジﾞへの掲載) 

イベント・生涯学習情

報の提供を行う。 

① 生涯学習だよりを各回1,500部、４

月・７月・10 月・１月に発行した。

また、ホームページにも掲載した。 

② 「青梅市生涯学習サークル登録制

度」を実施し、サークル情報を募集し、

ホームページで情報提供を行った。 

③ 講座等の案内を、随時ホームページ

に掲載した。 

効果的に、わか

りやすく情報を発

信していく。 

◎ 

社会教育課 

② 登録団体の増加に向け、周知をさら

に行っていく。 

・体験教室の推

進 

自然体験や異年齢間の

交流を通して、子供たち

の自主性や協調性を育

む。 

文化体験、農業食育体験教室等を実施

した。 

今後も重点的に

推進していく。 
◎ 

社会教育課  子供たちが体験する機会が減少する

中、体験講座は重点的に取り組んでいく

必要がある。 

・青少年リーダ

ーの育成 

小学校５年生から高校

３年生までを対象とした

人材育成事業。異年齢集

団による体験や宿泊研修

等を通じて、自主性や社

会性を養い、地域や学校

における青少年リーダー

としての資質の向上を図

る。 

６月９日から９月１日まで月２回程

度の事前研修を６回、８月２２日から２

５日に宿泊研修（会場：国立赤城青少年

交流の家）、９月１日に事後研修を実施

した。 

今後も継続して

実施し、今後地域

社会の中心となり

うる人材を育成し

ていく。 ○ 

社会教育課 
延べ参加者280名。多くの体験活動を

通じて、社会性・協調性を育んだ。参加

応募数が定員に満たなかった。 

（定員42名→参加者35名） 

・家庭教育講演

会の実施 

家庭教育支援の一環と

して、家庭教育に関する

題材で講演会を開き、理

解を深めるとともに、家

庭での教育に生かしてい

く。 

３回の講演会を実施。 

① 「ネコの目で見守る子育て」からひ

も解く学力・体力日本一の秘密 講

師：太田あや、参加者33名。 

② 年中行事から学ぶ家庭の食生活 

講師：佐々木輝夫、参加者49人。 

③ 理想の子育てって何？育児ストレ

スの解決法 講師：渡辺久子、参加者

49人。 

今後も重点的に

実施していく。 

◎ 

社会教育課 

関心の薄い方たちの参加促進が課題

である。 



- 34 - 

事 業 名 年 度 目 標 
取 組 状 況  

今後の方向性 
評 価 

担当課 成 果 ・ 課 題 

・放課後子ども

教室推進事業

の実施 

地域社会において、心

豊かで健やかな子どもた

ちを育む環境づくり、お

よび子供たちの安全で安

心な活動拠点作りの推進

を図る。 

平成 25 年度は、新たに第三小学校お

よび河辺小学校を加えた８校で実施し

た。第三小学校は毎週水曜日、計 29 回

実施。第四小学校は毎週金曜日、計 36

回実施。第五小学校は毎週月・水・金曜

日等、計113回実施。第六小学校は毎週

火曜日、計 37 回実施。第七小学校は毎

週水・金曜日、計 78 回実施。河辺小学

校は毎週水曜日、計 18 回実施。霞台小

学校は毎週水曜日、計 37 回実施。友田

小学校は毎週水曜日、夏休み期間中の水

曜日、計36回実施した。 

国および都との

補助金の動向も鑑

みて、全小学校（16

校）での実施を目

標に、実施校を拡

大する。 

◎ 

社会教育課 最終登録者は第三小学校177人、第四

小学校150人、第五小学校237人、第六

小学校51人、第七小学校85人、河辺小

学校226人、霞台小学校200人、友田小

学校178人。 

延べ参加者数は第三小学校1,487人、

第四小学校2,312人、第五小学校4,660

人、第六小学校 1,041 人、第七小学校

3,563人、河辺小学校1,353人、霞台小

学校2,319人、友田小学校1,648人。 

各学校で地域ボランティア等の参画

を得ながら実施している。 
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基本方針４ 文化・芸術の振興 

市民が生涯を通じて、文化・芸術に親しむ機会の充実が求められている。そのために、優れた文化・芸術や貴重

な文化財を通じ、市民がひとしく文化を享受し、創造活動ができるよう文化・芸術活動への支援に努める。 

平成２５年度教育施策と取組状況 

１ 文化財の保護・普及 ▼貴重な文化財を未来へ継承するために、文化財所有者に対して文化財修繕等の保存事業費

補助事業を実施した。また、郷土の歴史や文化財を市民の方々に紹介する博物館常設展および企画展を開催した。 

２ 芸術活動の振興 ▼芸術文化活動に優秀な成績を上げた市民の方に芸術文化奨励賞を贈呈するなど、芸術文化の振

興に努めた。また、文化課３館（市民会館、美術館、博物館）の合同事業として、スポーツ祭東京 2013 の文化プロ

グラムとしてスポーツを題材にした展示を市民会館、郷土博物館および美術館で開催した。 

３ 文化施設の環境整備 ▼市民ホール建設事業の検討を行い、ホール建設についての課題や現状の把握に努めた。 

４ 読書活動の推進 ▼図書館の仕事や地域社会への貢献に興味のあるボランティアを募り、図書館資料の整理や図書

館おはなし会等実施する図書館ボランティアとの協働事業を実施した。また、平成26年度から30年度までの５年間

の子どもの読書活動の推進に関する施策について、第三次青梅市子ども読書活動推進計画を策定した。 

主な事務事業の取組 

事 業 名 年 度 目 標 
取 組 状 況 

今後の方向性 
評 価 

担当課 成 果 ・ 課 題 

・指定文化財の

保存事業費補

助事業 

市内に存在する貴重な

文化財の今の姿を、未来

の人々に繋げるため確実

な状況の把握と適切な修

理が行えるよう、所有者

と連絡を密にとり、適切

な補助金支出を実施す

る。 

昨年に引き続き天寧寺の消火設備等

整備へ補助金を支出した他、３件の文化

財に対する修理等に補助金を支出した。 

補助金交付先には

優先順位を付け、効

率的な補助金の交

付に努めたい。 

◎ 

文化課 

(博物館) 

① 都指定史跡「天寧寺境域」消火設備

修理 

② 市指定無形民俗文化財「梅郷獅子

舞」獅子頭修理 

③ 市指定天然記念物「森下陣屋のカ

シ」枯枝伐採 

④ 市指定史跡「武蔵御嶽神社」石垣修

理 

以上４件の修理に対し補助金を交付

したが、これにより文化財の保存が図れ

た。 

・各種調査委託

事業の実施 

本市に所在する文化財

に対して調査・研究を行

い、その成果を報告書に

まとめる。それによって、

市民を対象に文化財に対

する普及・啓発活動を実

施していく。 

調査を実施するのに十分な知識・経

験・技術を有する個人もしくは団体に委

託して、市内の文化財に対する調査を実

施し、報告書等を刊行した。 

引き続き武蔵御

嶽神社および御師

家古文書調査を実

施する。(調査報告

書の発行、文書目録

の発行） 

開発等に伴う埋

蔵文化財包蔵地の

事前調査を実施す

る。（埋蔵文化財調

査概要の発行） 

◎ 

文化課 

(博物館) 

① 武蔵御嶽神社および御師家古文書

調査(文書目録の作成）。 

また、成果の一つが連続公開講座

の実施につながった。 

② 開発等に伴う埋蔵文化財包蔵地の

事前調査（埋蔵文化財調査概要の発

行） 
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事 業 名 年 度 目 標 
取 組 状 況 

今後の方向性 
評 価 

担当課 成 果 ・ 課 題 

・博物館企画展

等の開催 

郷土の歴史や文化財を

市民の方々に紹介するた

め、郷土博物館において

常設展に加え、企画展を

開催する。 

企画展においては毎回

テーマを凝らし、数多く

の収蔵品等を展示するこ

とで、青梅市の歴史に親

しんでもらうこと目的と

して年４回程度実施す

る。 

毎年４回程度(各２カ月～３カ月程度

の期間開催)の企画展を開催し、企画展

開催中には関連講座を開講するなど、よ

り深い理解を得ることが可能となって

いる。 

今後も多様な企

画を実現し、多くの

来館者に収蔵品を

見て、学んで、楽し

んで頂けるように

工夫を凝らしたい。 

なお、今後は他市

の博物館で行われ

ている事業等とも

連携し、企画展の幅

を広げていきたい。 

◎ 

文化課 

(博物館) 

・「青梅の木・花・鳥」 

・「新収蔵品展2013」 

・「青梅のスポーツ」 

・「戦国時代の青梅」等の企画展示を

実施した。 

特に青梅のスポーツは、国体関連事業

として多くの来館者を集め、戦国時代の

青梅は、本庁舎で行った関連講座に120

名もの来場者を集めるなど、盛況であっ

た。 

・収蔵管理シス

テムの活用 

昭和 40 年代から市民

を始めとする提供者の協

力により、歴史的にも民

俗的にも価値のある資料

を収集してきた。この資

料を適正に管理・活用す

るために収蔵資料管理シ

ステムを構築することを

目的とする。 

これまで収集してきた資料の数々を

収蔵資料管理システムにデータ入力し

て整理した。 

公開点数を増や

し、より周知に努め

たい。 

◎ 

文化課

(博物館) 

一部資料を、青梅市教育委員会（郷土

博物館）のホームページで公開開始し

た。 

・市民劇場・市

民映画会の開

催 

市民に身近な文化施設

で芸術性豊かな公演・上

映を行い、地域文化の振

興に資する。 

・市民劇場＝年４回実施 

入場者1,674人 

・市民映画会＝年４回実施 

入場者1,534人 

アンケート調査

などを参考に、観客

のニーズに応えら

れるよう事業内容

を検討し、予算の範

囲内で実施してい

く。 

○ 

文化課 

(市民会館) 利用者の幅広い要望に応えられるよ

うに、様々なジャンルの公演・上映に努

めた。 

・総合文化祭の

開催 

市民会館等で各種の文

化活動を行っている団体

に発表の場を提供し、併

せて市民の文化・芸術の

向上に寄与する。 

総合文化祭の開催 

期間＝10月３日～11月24日 

参加団体＝32団体 

参加者数＝10,948人 

各団体の発表の

場として文化祭を

実施していく。 
○ 

文化課 

(市民会館) 各団体会員の高齢化が課題であるが、

今年度の総合文化祭では参加者数の増

加が見られた。 

・芸術文化の奨

励 

芸術文化活動に優秀な

業績を上げた市民に芸術

文化奨励賞を交付し、市

の芸術文化の振興と市民

の豊かな情操の育成を図

る。また、市民会館ホー

ルおよび展示室を使用し

て、受賞者の作品を鑑賞

できる機会を設ける。 

 青梅市芸術文化奨励賞交付規則に基

づき、表彰する。 

受賞者：個人＝８人、団体＝１団体 

青梅市芸術文化

奨励賞交付規則に

基づき実施する。 

◎ 

文化課 

(市民会館) 

対象者を推薦いただくため、学校や団

体へ周知を図るとともに、広報を通じ広

く周知した。 

基金を設置し、それをもとに奨励金を

受賞者に交付した。 
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事 業 名 年 度 目 標 
取 組 状 況 

今後の方向性 
評 価 

担当課 成 果 ・ 課 題 

・まるごとアー

ト支援事業 

・文化団体の育成・支援 

市内で自主的に文化芸

術活動を行う団体が実施

する事業で、文化芸術の

市民への普及啓発に効果

があると認められる事業

に対し、補助金を交付し、

文化芸術の創造、発信お

よび交流を通した文化の

香りの高い創造的なまち

づくりに寄与する。 

市内で自主的な文化芸術活動を行う

団体に補助金を交付し、事業を支援し

た。 

① 事業名：2013 青梅アート・ジャム 

団体名：特定非営利活動法人文化交流

機構「円座」 補助金額：500,000円 

② 事業名：アートプログラム青梅2013 

団体名：アートプログラム青梅実行委

員会 補助金額：500,000円 

③ 事業名：青梅プロムナードコンサー

ト：秋季・春季企画 団体名：青梅プ

ロムナードコンサート 補助金額：

240,000円 

④ 事業名：アートＤＥコミュニケーシ

ョン力ＵＰ↑影絵で表現パート４ 

団体名：特定非営利活動法人子どもと

文化のＮＰＯ子ども劇場西多摩 補

助金額：200,000円 

要綱に基づき実

施する。 

◎ 

文化課 

(美術館) 

市内各所での展示やワークショップ

など広く事業が展開され、多くの市民の

参加もあり、一定の成果は見られた。 

① 6/1～7/7 美術館展示出品作家 12

人、観覧者数829人 その他展示、イ

ベント等参加総数1,829人 

② 11/2～12/8 美術館展示出品作家

13 人、観覧者数 1,382 人 その他展

示、イベント等参加総数7,243人 

③ 11/10（秋季）出演4人、来場者101

人 3/30（春季）出演 3 人、来場者

90人 

④ 9/29～2/11 7回 講座参加41人 

交付団体に対し、事業説明会開催。 

事業を継続していく中で、新規事業

の参加が望まれる。 
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事 業 名 年 度 目 標 
取 組 状 況 

今後の方向性 
評 価 

担当課 成 果 ・ 課 題 

・特別展の開催 特別展「杉本美術館所

蔵『新・平家物語』挿絵

展」の開催。 

青梅ゆかりの文学者、

吉川英治が市内在住中に

起稿した長編歴史小説

『新・平家物語』の挿絵

(杉本健吉・画)等を愛知

県知多郡に所在する杉本

美術館から借用し、青梅

市立美術館に展示し、広

く市民等に紹介する。 

杉本健吉画伯の約 200 点の挿絵等を

前期、後期に分けて展示し、様々な「新・

平家物語」の世界を表現する。 

① 展示期間 前期：平成 25 年９月７

日(土)～10 月６日(日) 後期：10 月

８日(火)～10月 27日(日) 44日間 

② 展示会場 青梅市立美術館第１・２

展示室  

③ 展示内容 挿絵原画、屏風、絵巻、

扇面等200点 

④ 観覧者数 2,051人

⑤ 講演会 開催日：10月 14日 

 講師 吉川英明氏（吉川英治記念館館長） 

 演題 杉本健吉画伯と父英治 

 参加者 74人  

企画展や共催展

では紹介できない、

特別展ならではの

内容、作品選定等を

行い、より魅力のあ

る展覧会を開催す

る。また、集客増を

目指すとともに、芸

術の発信拠点とし

ての美術館の役割

を十分に果たすよ

う努める。 
◎ 

文化課 

(美術館) 

作品から「新・平家物語」の情景が思

い浮かぶなど、好評を博した。 

また、前後期で展示替えを行ったこと

から、他の展覧会に比べリピーターが多

かった。特に、ＮＨＫのニュース番組で

紹介されて以降、来館者数が増加した。 

青梅市民には青梅への愛着を深め、ま

た、遠方からの来館者には青梅を知って

いただく良い機会となった。 

・学校教育との

連携 

市内小学校、中学校、

大学と連携し、共催展を

開催する。 

児童や学生に美術館と

いう文化施設での作品展

示、発表の機会を提供す

ることで、作品制作への

意欲を高める。また、作

者の家族など、普段、美

術館に足を運ばない多く

の市民が美術館を知り、

美術に触れることで、美

術への関心を高める。 

① 青梅市小学校造形作品展 

  市内小学校の図画工作科作品を展

示。また、関連展示として中学校の美

術科作品の一部もあわせて展示。

約1,000点 

 開催期間：平成 26 年２月１日(土)～

２日(日) ２日間 入館者数：3,774人 

② 明星大学造形芸術学部卒業・修了制

作選抜展2014 

  明星大学造形芸術学部卒業・修了制

作作品を選抜展示。28作家28点 

 開催期間：平成 26 年２月 15 日(土)

～23日(日) ８日間 入館者数：218人 

 継続して、小学

生、中学生や大学生

の作品の美術館へ

の展示および観覧

機会を提供するこ

とで、芸術活動の底

辺の拡大を図ると

ともに、通年の入館

者の増につなげて

いく。 

◎ 

文化課 

(美術館) 
どちらも平成 22 年度から継続して開

催されている事業で、年度行事として定

着してきた。 

青梅市小学校造形作品展には3,774人

の入館者があり、家族親戚一家総出で鑑

賞され、大変好評であった。 

また、明星大学造形芸術学部卒業・修了

制作選抜展2014 は、学生が作品の展示か

ら運営まで体験することができ、また、作

品も力作が多く好評であったが、降雪のた

め、来館者数は昨年よりも少なかった。 
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事 業 名 年 度 目 標 
取 組 状 況 

今後の方向性 
評 価 

担当課 成 果 ・ 課 題 

・市民ホール建

設事業の検討 

新たな文化芸術活動の

拠点施設となる、市民ホ

ールの建設に向けて検討

を行う。 

平成 25 年度は、庁内検討組織を設置

し、関係課長会議を２回実施した。 

新市民ホールに

ついては、平成 27

年度において基本

構想を策定するこ

とを予定しており、

今後は課題等を整

理し、策定に向けた

検討を実施してい

く。 

◎ 

文化課 

(市民会館) 

庁内検討組織における会議において、

ホール建設についての課題や現状の把

握に努めた。 

・図書館資料の

継続的整備 

生涯学習体制を充実す

るため、青梅市図書館収

集基準に基づき、中央図

書館および分館図書館の

図書等資料を継続して整

備する。 

平成 25 年度においては、各館の状況

を考慮しながら、新刊案内、話題や人気

のある本、また利用者からのリクエスト

を参考にして、バランスのとれた蔵書構

成になるよう、計画的に毎週選定等を実

施し、図書館資料の整備を行った。 

また、図書の廃棄については、汚損・

破損により修理等に耐えない資料や、更

新により内容の古くなった資料などを

選定して実施した。 

今後においても、

広く市民の要望を

尊重するとともに、

新鮮な蔵書構成を

保つため、資料内容

を十分考慮した資

料収集に努めてい

く。 

○ 

中央図書 

館管理課 

資料の受入実績 

・図書 全体で20,663冊 

（一般書13,770冊、児童書6,893冊） 

・視聴覚資料 1,122点 

・ハンディキャップ資料 65点 

・新聞 76 紙（中央館 31 紙、分館 

45紙） 

・雑誌 589 紙（中央館 382 紙、分

館 207紙） 

図書の廃棄 全体で16,113冊 

（一般書9,063冊、児童書7,050冊） 

広く市民の要望を尊重するとともに、

新鮮な蔵書構成を保つため、資料内容を

十分考慮し資料収集に努めたことによ

り、市民の知る自由を保障・実現するた

めの整備が図れた。 
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事 業 名 年 度 目 標 
取 組 状 況 

今後の方向性 
評 価 

担当課 成 果 ・ 課 題 

・第二次青梅市

子ども読書活

動推進計画の

推進 

平成 21 年度を起点と

する第二次青梅市読書活

動推進計画にもとづく事

業を実施し、子どもの読

書活動の一層の推進を図

る。 

目標に掲げている、「子どもの読書環

境の整備と充実」を図るための、ブック

リストの作成・配布や職場体験等の受

入、「子ども読書活動の推進に関する理

解の促進と啓発・広報」を図るための、

「子ども読書の日」等における啓発活動

や学校と図書館の連携モデル事業を実

施した。 

また、「子どもの読書活動を推進する

ため、関係機関・団体と協力」を図りな

がら、ブックスタート・リーフレットの

作成・配布をしたほか、さらに「子ども

の読書推進のために人材の育成・活用」

を図るため、おはなしボランティアの育

成などの事業を実施した。 

第二次青梅市子

ども読書活動推進

計画については、平

成 25 年度で終了と

なるが、本計画の検

証内容等を踏まえ、

第三次青梅市子ど

も読書活動推進計

画にもとづく事業

を展開し、子どもた

ちの読書活動をさ

らに推進していく。 

○ 

中央図書 

館管理課 

 中央図書館単独事業、他課との連携

事業、学校との連携事業およびボラン

ティアとの協働事業等を実施するな

ど、関係機関との連携により、子ども

の読書活動の推進に関する施策を広く

展開することができ、子どもの健やか

な成長に資することができた。 

 なお、少子高齢化による対象年齢の減

少にも起因しているのかは判断できな

いが、児童の利用者数等の減少が見られ

ることから、その点を踏まえた積極的な

働きかけが必要である。 

・第三次青梅市

子ども読書活

動推進計画の

策定 

子どもの読書活動の推

進に関する法律にもとづ

き、平成 26 年度から 30

年度までの５年間の第三

次青梅市子ども読書活動

推進計画を策定する。 

子どもの読書活動の推進に関する施

策について、その計画を策定する上で必

要な事項を調査・検討するため、子ども

読書活動推進計画策定委員会を設置し、

協議を重ねた。また、パブリックコメン

トを募集するなど、市民の声も反映した

第三次青梅市子ども読書活動推進計画

の作成に努めた。 

計画に掲げた事

業を着実に推進し、

目的である子ども

の健やかな成長に

資するよう努める。 

◎ 

中央図書

館管理課 

子ども読書活動推進計画策定委員会

による協議・検討およびパブリックコメ

ントの実施により、「青梅市子ども読書

活動推進計画」、「第二次青梅市子ども読

書活動推進計画」の基本的な考え方を引

き継ぎながら、計画の見直しや市民等の

意見を踏まえた計画の策定を図ること

ができた。 
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事 業 名 年 度 目 標 
取 組 状 況 

今後の方向性 
評 価 

担当課 成 果 ・ 課 題 

・業務委託等図

書館管理運営

方法の検討 

検討委員会を設置、図

書館の業務内容を精査

し、今後の管理運営方法

を検討する。 

年３回、検討委員会を開催し、図書館

サービス向上を重点として管理運営方

法を検討した。 

これまでの検討

内容を報告書にま

とめる。図書館運営

協議会に意見をう

かがう。 

△ 

中央図書

館管理課 

これまでの検討内容を報告書にまと

めることができなかった。図書館運営協

議会に意見を伺うことができなかった。 
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基本方針５ ｢市民の教育参加の促進｣と｢主体的な教育行政の推進｣

家庭・学校・地域が相互に連携・協力をすることによって、すべての市民の教育参加を進め、教育行政を力強く

展開していくことが求められている。 

そのために、青梅市の特性を生かした主体的な教育行政を推進するとともに、市民からより信頼される学校づく

りに向けて、学校経営の改革を進めていく。 

平成２５年度教育施策と取組状況 

１  将来を見通した教育施策の推進 ▼青梅市教育推進プランにもとづき、学校教育、社会教育の各施策を実施した。 

２  開かれた学校づくりの推進 ▼学校長が学校関係者評価委員会を設置して学校評価を実施し、学校と家庭、地域が

学校の現状と課題について共通理解を深め、学校運営や教育活動の改善に努めた。また、学校運営連絡協議会を設置

し、地域に開かれた学校づくりを目指して学校運営の重点課題を協議した。 

３  特色ある学校づくりの推進 ▼各学校の特色を活かした事業を展開する、子どもいきいき学校づくり推進事業を実

施した。 

４  安全・安心な学校づくりの推進 ▼安全・安心な学校づくりに向け、市民の自宅や店舗を登下校時などの子供の緊

急避難場所として登録する青梅子ども110番の家の事業を継続して実施したほか、新小学１年生全員と転入生に防犯

ブザーを配付した。 

５ 学校給食の充実 ▼藤橋・根ヶ布両調理場の施設・設備の整備を計画的に実施し、今年度はスポットクーラー、大

型扇風機、油ろ過機等を整備した。また、第二小学校の改築に伴い、２学期から自校調理方式による給食を開始した。 

６ 学校経営の充実 ▼各学校から提出された学校評価検討委員会報告書をもとに、各校の課題に応じた指導・助言を

行った。また、授業改善に生かすため、児童・生徒による授業評価を実施し、授業改善推進プラン等へ反映した。 

７  教職員の資質・能力の向上 ▼教員の資質向上のため小学校および中学校の教育研究発表会を実施し、内容を記し

た研究収録を作成し、全教員に配付した。また、授業力の向上を目指す学校や教職員を対象に、教育アドバイザーに

よる授業改善等の相談を実施し、初任者教諭等の授業力の向上を図った。 

８ 教職員の服務規律の確保 ▼教職員の服務事故を防止するため、定期的に全教職員を対象に研修会を実施し、教育

公務員としての自覚や法令遵守の意識を浸透させるなど、学校教育に対する一層の信頼の確保に努めた。 

９  学校施設の安全対策等の推進 ▼昨年度から引き続き第二小学校の校舎改築第２期工事を実施し、年度末工事が完

了をもって校舎改築事業については、全ての工事が完了した。また、第四小学校の屋内運動場改築工事実施設計、小・

中学校給水設備改修、小曾木地区の公共下水道供用開始に伴う下水道接続工事等をそれぞれ実施した。 

10  教育委員会の機能の充実 ▼教育委員による学校訪問の実施、市町村教育委員会連合会研修会への参加など、教育

委員は教育行政の見聞を広め、他市町村の現状等の把握に努めた。また、教育に関する事務の管理・執行状況の点検・

評価を実施して、報告書を公表した。 

11 スポーツに関する市長部局との連携 ▼青梅市生涯学習推進本部会議により、情報の共有など連携を図った。 

主な事務事業の取組 

事 業 名 年 度 目 標 
取 組 状 況 

今後の方向性 
評 価 

担当課 成 果 ・ 課 題 

・各学校におけ

る学校経営方

針に関する説

明会・報告会の

実施 

保護者に学校の経営方

針、重点目標などを年度

当初に周知するととも

に、年度末に報告会を実

施し、学校評価の透明性

の確保に努める。 

各学校において、前年度の学校評価を

踏まえて編成した学校経営方針、教育課

程、重点的に取り組む教育活動等につい

て、年度当初に説明会を開催した。 

また、年度末に１年間の成果を報告し

た。 

学校評価結果を

活用した説明会・

報告会を実施する

ことにより、学校

評価の透明性の確

保に努める。 ◎ 

指導室 

各校の教育活動に対する保護者・市民

の理解を得ることができた。また、学校

経営の透明性を確保することができた。 
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事 業 名 年 度 目 標 
取 組 状 況 

今後の方向性 
評 価 

担当課 成 果 ・ 課 題 

・各学校におけ

る学校関係者

評価の実施 

学校関係者評価の実施

により、学校・家庭・地

域が学校の現状と課題に

ついて共通理解を深め、

学校運営や教育活動の改

善に努める。 

校長が学校関係者評価委員会を設置

し、「学校評価シート」を活用した評価

を実施している。また、評価結果にもと

づく学校経営方針等について協議を行

った。 

学校関係者評価

を通して、学校の

現状と課題に共通

理解を深め、学校

運営や教育活動の

改善に努める。 

◎ 

指導室 

学校経営方針の改善策を検討する上

で、学校の現状を客観的に把握すること

ができた。  

・各学校におけ

る学校評価結

果の公表 

学校評価の結果ととも

に改善の方針等を明確に

示す。保護者、地域関係

者、市民の理解と教育活

動のへの協力が得られる

ように一層の充実を図

る。 

「学校の自己評価結果」、「学校関係者

評価結果」、学校関係者評価にもとづく

「学校の見解と今後の方向」について、

学校便りやホームページ等を活用し公

表している。 

保護者、地域関

係者および市民に

対して、教育活動

への理解と協力が

得られるよう努め

る。 
◎ 

指導室 
学校評価の結果にもとづいて学校が

改善策等を明確に示すことができた。ま

た、学校運営の透明性を確保することが

できた。 

・スクールガー

ド・リーダーと

の連携 

登下校時の安全を確保

するため、警察ＯＢをス

クールガード・リーダー

に委嘱し、保護者等を対

象に通学路を巡回し危険

個所の指摘など、巡回指

導を行う。 

子ども安全ボランティアに参加して

いる保護者が行う通学路の巡回活動に、

スクールガード・リーダーが同行し、具

体的な巡回方法等について指導、助言を

受けた。 

不審者による児

童への声かけや誘

拐事件にまで発展

する危険性のある

人どおりの少ない

通学路を、安心し

て登下校できるよ

うにするための重

要な事業であり、

今後も、子どもた

ちの安全、安心の

ため継続していき

たい。 

○ 

総務課 

指導室 

子ども安全ボランティアによる地域の

力の活用を図ることができた。巡回指導

に参加する保護者が、1 年の短期間で交

代するため、リーダーとなる保護者の育

成に課題がある。 

・「青梅子ども

110 番の家」の

継続 

市民の自宅等を子供の

緊急避難場所として提供

していただく、「青梅子ど

も 110 番の家」の事業を

実施し、子供の安全対策

を図る。 

教育委員会のホームページや広報お

うめで周知し、教育委員会担当課で随時

登録を受け付けた。平成 25 年度末で、

2,282件が登録されている。 

今年度は、前年度に引き続き劣化した

表示旗の交換を実施した。 

青梅子ども 110

番の家は、事業開

始から９年目を迎

え、毎年約 2,250

前後の市民にご協

力いただいてい

る。今後も、引き

続き継続して事業

を実施する。 

◎ 

総務課 

平成 23 年度に実施した登録者アンケ

ートにより、駆け込みの事例が報告され

た。当該事業が、犯罪被害の防止や犯罪

抑止効果があるということを再認識し

た。 
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事 業 名 年 度 目 標 
取 組 状 況 

今後の方向性 
評 価 

担当課 成 果 ・ 課 題 

・青色防犯パト

ロールカーに

よる防犯パト

ロールの推進 

小学校３校、中学校10

校に配置されている青色

防犯パトロールカーを使

用し、防犯パトロールを

実施し、犯罪の抑止に努

める。 

各学校において、下校時などに児童・

生徒の安全を確保するため、随時、青色

防犯パトロールを実施した。また、学校

業務連絡会では、定期的に、26校の業務

職員が５班に分かれ、市内の全小・中学

校周辺および通学路をパトロールした。 

なお、青色防犯パトロールを実施する

ために必要なパトロール実施者証の新

たな取得について、青梅警察署に申請手

続きを行った。教育委員会事務局および

小・中学校教職員が所持している実施者

証は、平成25年度末、141人である。 

市内に不審者情

報が出された場

合、状況によって

青色防犯パトロー

ルカーを出動さ

せ、市内を巡回し

ている。今後も事

業を継続し、より

一層推進していき

たい。また、一斉

パトロールの回数

増加について、業

務の状況を勘案し

ながら実施してい

きたい。 

◎ 

総務課 

平成19年度から運用を開始し、以降、

青色回転灯を点灯したパトロールカーが

市内を巡回することで、青色防犯パトロ

ールが市民に認識されてきたと考える。 

一定の犯罪予防効果は期待できるも

のと考えている。 

・学校と連携し

た食育の推進

と食に関する

指導の充実 

学校との連携や食育リ

ーダー連絡協議会に学校

給食センターの栄養士が

参加することにより、食

育を推進する。 

食育リーダー連絡会は、食育推進にお

ける各学校の取組とその成果と課題に

ついて協議した。連絡会の中で、第三中

学校３年生に研究授業が行われ、ゲスト

ティーチャーとして栄養士が参加し、

『食べる事の大切さを考えよう』 ～お

弁当の献立作り、自分でお弁当を作れる

中学生～ で授業を行った。 

内容としては、手軽で簡単な栄養バラ

ンスの良いお弁当作りのポイントを説

明、班ごとに料理カードを用いてお弁当

作成、発表。その後、アドバイスおよび

講評を行った。 

小学校教員で構成する生活科・総合的

な学習の部会が開催する料理教室に、講

師として栄養士が参加して、「低学年で

も作れるさつま芋料理」をテーマに、料

理教室を行った。 

 栄養教諭を中心

に、青梅市全体の

食育推進を図るた

め、今後積極的に

事業展開を実施す

る。 

 学校給食センタ

ーでは、児童・生

徒の状況を把握

し、四季折々の食

材を使用した献立

立案等の食育に生

かせる学校給食の

提供および学校給

食の充実を図るた

め、継続して参加

したい。 

◎ 

学校給食

センター

食育リーダー連絡協議会で発表される

食育の取組や成果、問題点などの情報を共

有できることは、食育を推進するうえで大

いに役立つとともに、給食を提供する学校

給食センターには不可欠なものである。 

栄養教諭の職務に食育リーダーに対

する助言等があるため、研究授業の参加 

は有意義であった。 

教諭と一緒に料理教室を開催するこ

とは、学校の現状を把握でき有意義であ

った。 
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事 業 名 年 度 目 標 
取 組 状 況 

今後の方向性 
評 価 

担当課 成 果 ・ 課 題 

・第二小学校自

校給食の開始 

青梅市立第二小学校改

築に伴い、２学期から自

校給食を開始する。 

食器の購入、委託業者選定等自校調理

方式による給食開始に向けた準備を行

った。 

施設の適正な維

持管理を行い、定

期的な調理業務委

託業者の見直しを

行う。 

◎ 

学校給食

センター 

２学期から自校調理方式による給食

を開始できた。 

児童等からの評判もよい。 

調理業務委託業者も概ね良好である。 

・学校と連携し

た学校給食費

未納対策の推

進 

学校と連携し、学校給

食費の未徴収対策を推進

する。 

【現年度対策】 

① 定例校長会で未納状況の説明を行

う他、概ね４半期毎の各学校の収納状

況を校長へ通知し、未納解消へ向け喚

起した。 

② 生活保護、就学援助世帯について、

代理納付制度の利用を促した。 

③ 児童手当からの充当申出書の提出

を求めた。 

【過年度対策】 

① 年２回督促状を送付した。 

② 電話督促を行った。 

③ 夏季、秋季、冬季に日中および夜間

の臨戸徴収を行った。 

未納対策推進の

ため、臨戸徴収等

を積極的に実施す

る。 

○ 

学校給食

センター 

臨戸徴収において、日中よりも夜間徴

収時の在宅率が高いと思われるため、更

に夜間徴収の実施検討が課題である。 

・教育アドバイ

ザーによる授

業改善等の相

談の実施 

「授業力」向上を目指

す学校や教職員を対象

に、授業づくりのための

相談を受け付け、必要な

指導・助言や資料提供等

の支援を行う。 

学校訪問による指導・助言、授業研究

会等への参加と支援、先進的な研究資料

の収集・整理・提供等を実施した。 

初任者教諭を主

に、教育アドバイ

ザーによる支援を

推進していく。 
◎ 

指導室 

学校や教職員に対して必要な支援を

行い、授業力の向上を推進した。また、

初任者教諭等の授業力の向上を図るこ

とができた。 

・「東京教師道

場」への教員の

派遣 

引き続き適正な教員を

派遣し、リーダー的教員

の育成に努める。 

平成 25年度において2名の部員を派

遣した。部員：小学校1名、中学校1名 

引き続き適正な

教員を派遣し、リ

ーダー的教員の育

成に努める。 

◎ 

指導室 青梅市におけるリーダー的な教員の

育成を図ることができた。 

・「東京教師養

成塾」の塾生の

積極的な受入

れ 

将来、青梅市で活躍が

期待される教員の養成に

寄与するため、積極的に

受入れていく。 

河辺小学校に２名、友田小学校に１名

を受け入れ、実習を実施した。 

将来、青梅市で

活躍が期待される

教員の養成に寄与

するため、積極的

に受入れていく。 

◎ 

指導室 

年間を通しての特別教育実習等を実

施し、教育に対する熱意と使命感を高

め、実践的指導力や社会性を育成した。 
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事 業 名 年 度 目 標 
取 組 状 況 

今後の方向性 
評 価 

担当課 成 果 ・ 課 題 

・第二小学校の

校舎改築工事

等の実施（2期） 

昨年度から引き続き、

改築第２期工事等を実

施、完了する。 

 昨年度に引き続き以下の工事等を実

施した。 

○第二小学校校舎改築第２期工事監理

委託（債務負担）：㈱豊建築事務所（契

約金額：26,460千円、平成25年度支払

額：18,560千円、期間：平成24年５月

29日～平成25年６月20日） 

○第二小学校校舎改築第２期工事（債務

負担）：菊池建設㈱（契約金額：491,390

千円、平成 25 年度支払額：391,390 千

円、工期：平成 24 年３月 28 日～平成

25年６月20日） 

○第二小学校校舎改築電気設備第２期

工事（債務負担）：飯沼電気㈱西支店（契

約金額：92,925千円、平成25年度支払

額：55,825千円、工期：平成24年５月

25日～平成25年６月20日） 

○第二小学校校舎改築給排水衛生設備

第２期工事（債務負担）：田中工業㈱（契

約金額：37,117千円、平成25年度支払

額：22,317千円、工期：平成24年５月

29日～平成25年６月20日） 

○第二小学校校舎改築空調設備第２期

工事（債務負担）：㈱青和施設工業所（契

約金額：116,865 千円、平成 25 年度支

払額：116,865 千円、工期：平成 24 年

５月29日～平成25年６月20日） 

○第二小学校校舎改築太陽光発電設備

工事（債務負担）：飯沼電気㈱西支店（契

約金額：11,025千円、平成25年度支払

額：6,625千円、工期：平成24年 12月

21日～平成25年６月20日） 

○第二小学校校舎改築情報通信設備第

２期工事（債務負担）：ＮＥＣフィール

ディング㈱立川支店（契約金額：4,253

千円、平成25年度支払額：2,553千円、

工期：平成25年１月22日～８月16日） 

○第二小学校南校舎東側等解体工事：池

田土木㈱（契約金額：28,820 千円、工

期：平成25年５月24日～10月31日） 

ほか 

第二小学校校舎

改築事業について

は平成 25 年度を

もって完了した。 

◎ 

施設課 

 予定どおり各工事等を実施した。 

 平成 25 年度末をもって、第二小学校

校舎改築事業については全ての工事等

を完了した。 

【校舎改築第２期工事概要】 

建築面積延べ3,008㎡ 

 管理・特別教室棟３階建ての一部

2,024㎡ 
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事 業 名 年 度 目 標 
取 組 状 況 

今後の方向性 
評 価 

担当課 成 果 ・ 課 題 

  普通教室棟２階建て１棟984㎡ 

〔主な教室〕 １階：職員室、校長室、

保健室、事務室、普通教室 ２階：パソ

コン室、メディアルーム（図書室）、

多目的ルーム、普通教室 ３階：図工室、

音楽室 屋上：太陽光設備（発電量 10

ｋｗ/ｈ） 

 平成 25 年度に第二小学校の校舎改築

事業が完了したことにより、小・中学校

の耐震化率は99.2％となった。 

 なお、年度ごとの小・中学校耐震化率

の推移は次のとおり。 

 22年度末 79.0％ 

 23年度末 92.4％ 

 24年度末 98.3％ 

 25年度末 99.2％ 

 26年度末 100％（予定） 

・第四小学校屋

内運動場改築

工事等の実施  

小・中学校施設の耐震

計画の中で、第四小学校

屋内運動場については、

改築としている。 

平成 25 年度は改築実

施設計を実施する。 

下記のとおり改築実施設計委託を実

施した。 

○第四小学校屋内運動場改築実施設計

委託：㈱相和技術研究所（契約金額：

19,950千円、期間：平成25年６月７日

～平成26年２月28日） 

平成 26 年度は

実施設計に基づき

屋内運動場改築工

事等を実施し、平

成 27 年度に完了

する。 

◎ 

施設課 

予定どおり改築実施設計を実施、完了

した。 

・小・中学校の

給水設備改修

の実施 (小３

校、中２校) 

東京都水道局が進める

「小中学校の水飲栓直結

化モデル事業」により、

受水槽を経由せず、配水

管から直接水飲栓へ供給

する工事を各校順次実施

していく。 

 東京都水道局の「小中学校の水飲栓直

結化モデル事業」については平成 28 年

度をもって終了予定であることから、平

成 25 年度については下記のとおり小・

中学校５校の設計および工事と、次年度

工事実施予定の小・中学校５校の設計を

実施した。 

○第五小学校ほか２校給水設備改修設

計委託：㈱大誠建築設計事務所（契約金

額：2,499 千円、期間：平成 25 年４月

12日～６月14日） 

○第一・西中学校給水設備改修設計委

託：㈱武藤一級建築士事務所（契約金

額：1,617 千円、期間：平成 25 年４月

12日～６月14日） 

○第五小学校給水設備改修工事：師岡設

備工業㈱（契約金額：13,545 千円、工

期：平成25年７月９日～９月27日） 

○第六小学校給水設備改修工事：㈱青木

設備工業所（契約金額：17,115 千円、

工期：平成25年７月９日～９月27日） 

平成26年度は、

平成 25 年度に設

計を実施した小・

中学校５校の工事

および平成 27 年

度工事予定の小・

中学校５校の設計

を実施する。 

東京都水道局の

「小中学校の水飲

栓直結化モデル事

業」については平

成 28 年度をもっ

て終了予定である

ことから、未改修

の 14 校について

期間内に全て完了

するよう計画して

いる。 

〔今後の改修工事

予定〕 

◎ 

施設課 
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事 業 名 年 度 目 標 
取 組 状 況 

今後の方向性 
評 価 

担当課 成 果 ・ 課 題 

  ○河辺小学校給水設備改修工事：田中工

業㈱（契約金額：18,081 千円、工期：

平成25年７月９日～９月27日） 

○第一中学校給水設備改修工事：㈱青和

施設工業所（契約金額：13,545 千円、

工期：平成25年７月９日～９月27日） 

○西中学校給水設備改修工事：師岡設備

工業㈱（契約金額：10,920千円、工期：

平成25年７月９日～９月27日） 

○成木小学校ほか２校給水設備改修設

計委託：別生建築設計事務所（契約金

額：2,142 千円、期間：平成 25 年８月

20日～12月６日） 

○第二・霞台中学校給水設備改修設計委

託：㈱武藤一級建築士事務所（契約金

額：1,911 千円、期間：平成 25 年７月

30日～10月 25日） 

○平成26年度 

成木小学校、新

町小学校、霞台

小学校、第二中

学校、霞台中学

校 

○平成27年度 

友田小学校、今

井小学校、第六

中学校、第七中

学校、吹上中学

校 

○平成28年度 

藤橋小学校、吹

上小学校、新町

中学校、泉中学

校 

予定どおり、給水設備改修工事および

次年度工事実施予定の設計を実施、完了

した。 

○平成25年度設計および工事実施校 

第五小学校、第六小学校、河辺小学校、

第一中学校、西中学校 

○平成25年度設計実施校 

成木小学校、新町小学校、霞台小学校、

第二中学校、霞台中学校 

改築した第二小学校を除く小学校８

校、中学校３校で直結給水化工事が完了

した。 

○平成24年度までの改修工事実施状況 

平成19年度 若草小学校 

平成20年度 第四小学校 

平成21年度 第一小学校 

平成22年度 第三小学校 

平成23年度 第七小学校 

平成24年度 第三中学校 

・オイルタンク

改修工事の実

施 (小１校) 

消防法の改正により必

要となったオイルタンク

の改修工事を、該当各校

順次実施する。 

平成 25 年度について

は、新町小学校について

実施する。 

下記のとおりオイルタンクの改修工

事を実施した。 

○新町小学校オイルタンク改修工事：師

岡設備工業㈱（契約金額：2,415千円、

工期：平成25年４月16日～６月21日） 

来年度以降も順

次、対策防止経過

処置年数に達する

オイルタンクにつ

いて、同様の改修

を行っていく。 

なお、タンク本

体板厚・外装種類

により、対策防止

経過処置年数が異

なる。 

◎ 

施設課 予定どおり新町小学校のオイルタン

ク改修工事を実施、完了した。 

〔改修実施済校〕 

 平成23年度 第四小学校 

 平成24年度 第三小学校 

 平成25年度 新町小学校 
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事 業 名 年 度 目 標 
取 組 状 況 

今後の方向性 
評 価 

担当課 成 果 ・ 課 題 

   ○アスファルト、

モルタル：40年（11

校） 

○エポシキ：50年

（７校） 

〔今後の改修予

定〕 

平成26年度２校 

平成27年度１校 

平成28年度２校 

平成 29 年度以降

10校 

・第一中学校校

庭等整備工事

の実施 

都市計画道路３・４・

４号線の延伸に伴い、第

一中学校の校庭等を整備

する。 

平成 25 年度は近隣の

テニスコート用地取得お

よび整備工事を行う。 

下記のとおりテニスコート用地の測

量を実施した。 

○第一中学校テニスコート用地現況測

量委託：㈱奈賀里測量設計（契約金額：

608千円、期間：平成26年１月30日～

３月27日） 

平成 26 年度は

引続き用地購入に

ついての手続きを

進めるとともに、

購入後は速やかに

整備工事を実施し

ていく。 △ 

施設課 
平成 25 年度については、テニスコー

ト用地の取得について、地権者等との調

整を進めてきたが、用地購入に至らず、

整備工事を実施することができなかっ

た。（評価△の要因） 

 地権者等との調整を進める中で、購入

予定地の敷地現況測量を実施した。 

・教育に関する

事務の管理・執

行の状況の点

検および評価

の実施 

教育委員会事務局が実

施している事務事業を自

主点検・評価し、評価を

報告書にまとめ公表す

る。 

 教育委員会所管の事務事業 166 項目の

点検・評価を実施した中から、重点事業、

拡充事業を中心に 56 項目を選んで報告

書にまとめ、市議会および市民に公表し

た。 

教育委員会の議

案の審議内容およ

び議決状況のほ

か、教育委員の活

動報告などを昨年

に引き続き報告書

に掲載し、内容の

充実を図った。 

今後も、必要に

応じて改良しなが

ら継続していく。 

○ 

総務課 

評価方法については、４段階の◎○△

×式を用いて評価しているが、数値で表

せない事業の評価を文章により表現す

るようにした。  

なお、市議会への報告書提出および市民

への公表は、９月議会の決算委員会前に

行った。 
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Ⅴ 点検・評価にかかる青梅市教育委員会事務点検評価有識者の意見

       平成２６度青梅市教育委員会の事務点検評価について（２５年度分事業対象） 

                             青梅市教育委員会事務点検評価有識者 

 増 田 憲 一 

１．総論 

○平成２５年度の教育行政の基本となる「教育目標」は、美しい自然と人に囲まれ、豊かな歴史と文化を

尊重し、その継承と豊かな青梅の創造を目指し、平和な国家及び社会の形成者として自主的かつ進取の精

神に満ちた健全な人間の育成と広く国際社会に生きる市民の育成を目指し作成されている。 

教育目標は子どもたちが、知性、感性、道徳心や体力をはぐくみ、郷土を愛する人間性豊かな市民とし

て成長することを願い、 

○互いの人格を尊重し、思いやりと規範意識のある人間 

○社会の一員としての自覚をもち、勤労と責任を重んじ、社会に貢献しようとする人間 

○自ら学び考え行動する、個性と創造力豊かな人間 

の育成に向けた教育の充実、推進を図るとして「未来をはぐくむ子どもたちの環境づくり」を、活力ある

地域の中で、家庭、学校、地域が責任と連携を持って行うとしている。またそれを実現していく教育施策

は、教育成果へ向けての保証であり、児童・生徒や市民に対してきめ細かな取り組みと、リードしていく

教育委員会の努力は、一市民として敬意を表するものである。 

いま教育、児童・生徒を取り巻く環境は、少子高齢社会、児童・生徒の貧困化が言われ 保護者の勤労

においても、シフト制での、早朝や夜間勤務等多様な勤務形態が一般化し、地域社会、家族の在り方の変

容等危機的状況に置かれ、児童・生徒の生活環境を悪化させていると言っても過言ではない。 

学校が抱える課題も、学力向上、いじめ、不登校、暴力、体罰問題、個に応じた教育等課題が山積みで

ある。また学校に対する地域、保護者からの信頼が揺らぎ、社会の厳しい目にさらされており、学校のあ

り方や教師の資質が厳しく問われている。教育委員会として適切、迅速な情報の伝達、課題に対する研修

体制の確保等、学校・教師の活動を支援する体制のさらなる充実をお願いしたいところである。 

事務点検評価をするにあたり、本市教育委員会の取り組みを全体として捉えると、教育目標実現に向け

教育委員会委員の活動においては、入学式や卒業式、市内小・中学校への学校訪問、各種教育関係行事へ

の参加等、年間１４２回の活動に取り組まれている。また教育施策においても、５つの基本方針のもと、

平成２５年度は１６８項目の事業について事務点検評価を実施された。これらは、児童・生徒の教育・生

活環境、学校や社会の状況を的確にとらえ策定・実施され、効果的な教育行政の推進を図ってこられたこ

とを確認し、以下個別の事業について意見を述べる。 

２．個別事業への意見 

平成２５年度は１６８項目にわたり事務点検評価が行われた。その中で５つの基本方針に沿って特に重

点となる項目に関する個別事業に対して意見を述べる。 

○基本方針１：「人権尊重の精神」と「社会貢献の精神」の育成  ８事業中、◎７事業 ○１事業であ

る。 

人権尊重、社会貢献について教職員の研修も校長・副校長･主幹で終わらず、若手教諭や校内研修とし

ての取り組みが行われている。青少年リーダー育成、農業食育体験、青梅のボランティアの活動等、希薄

になる人間関係の中、グループでの協働体験、リーダーシップの体験は、大切な取り組みであると考える。 

いじめ対策については、スクールソーシャルワーカーを活用しての家庭訪問、いじめ対応マニュアルの

作成と各学校での活用、心のパスポートの携帯化、いじめゼロ宣言子ども会議、スクールカウンセラーの

全校配置と児童・生徒の自主性、主体的な解決への取り組みを中心に置き、学校・家庭・地域が連携の取

れた活動を展開し、いじめを起こさせないという強い意識が感じられる。これらの取り組みが「青梅いじ

め防止条例」制定へ向け大きなうねりとなっていくことと確信した。 
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○基本方針２：「豊かな個性」と「創造力」の伸長 １２事業中、◎７事業 ○５事業である。 

学力向上へ向けた取組として、全校への指導資料集の配布、全児童・生徒への［家庭学習のすすめ］を

配布し学力向上５カ年計画のもと、学力向上アドバイサーの招聘や青梅サタデースクールの立ち上げとき

め細かな取り組みが評価できる。 

特別支援教育では、学校教育支援員の充実、専門家による巡回訪問相談や相談体制の充実により、保育

園・幼稚園での障害のある子どもの早期発見、早期支援体制が確立し、幼・保・小・中との連携支援体制

の充実が図られている。研修や理解啓発においても若手教員・特別支援学級担任、介護員や幼稚園保育園

教諭、保育師への研修会の実施や保護者・市民への講演会等充実した取り組みは素晴らしいものがある。  

また、副籍制度を活用した特別支援学校に通う子どもと地域の子どもたちとの交流や、特別支援学級の子

どもと通常学級の子どもたちとの交流と、ノーマライゼーションの考え方で大切な取り組みがなされてい

る。今後、通常学級に在籍する発達障害のある児童・生徒への対応として、担任教諭など全教諭の悉皆研

修としての取り組みも必要になるのではないだろうか。都の特別支援教育をリードする青梅の取り組みは

高い評価にあると確信する。 

 ○基本方針３：生涯学習の推進と社会教育の充実 ８事業中、◎６事業 ○２事業である。 

充実した施策、取り組みがなされている。昨年同様、子どもから、若者、高齢者と生涯を通じて「とも

に学んで 生きるまち」を目指し市民の活動の骨組みになっている。 

  「第五次青梅市生涯学習推進計画」の策定でその周知と共に次への推進が図られている。 

  体験教室や青少年リーダーの育成等、子どもの自主性・協調性とともに、今一番求められているコミュ

ニケーション能力やリーダーシップの育成に大きな成果を期待したい。放課後子ども教室推進事業は子ど

もの居場所づくりとして効果を発揮してほしいが、学童保育との関係や、連携に配慮していくことが大切

であると考える。 

 ○基本方針４：文化・芸術の振興 １５事業中、◎１０事業 ○４事業 △１事業である。 

青梅の歴史整備や企画展、市民劇場の開催や小・中学校、大学との連携、総合文化祭、まるごとアート

支援等文化活動が多彩に展開されている。青梅の良さとして人のよさ、なかでも文化や芸術における人材

の豊富さがある。人間国宝として活躍された方はもとより、今現在活動中の文化人や芸術家が数多く住居

を構えておられる。青梅市民及び小・中学生を中心とした若者に対して、青梅の誇りとして、また身近な

存在としての芸術家を紹介していくことが大切であると考える。街の紹介や文化の紹介の中でぜひ取り組

んでいただきたい。市民ホール建設事業が図書館、美術館、郷土博物館をつなぐ文化芸術の「輪」として

早急な実現を期待するものである。 

 ○基本方針５：「市民の教育参加の促進」と「主体的な教育行政の推進」 

１８事業中、◎１４事業 ○３事業 △１事業である。 

学校と地域との連携の推進、開かれた学校づくりの推進がなされ、特色ある学校づくり、安心安全な学

校づくりと呼応して素晴らしい学校環境づくり、地域の教育環境づくりが進行している。また教師の資質

能力の向上も授業改善へ向けた教育アドバイザーの活用等充実したものになっている。学校の耐震化率が

９９．２％になり、次の［水飲栓直結化］事業への取り組みが始まる。第二小学校校舎工事完了、第一中

学校グランド・テニスコート工事等困難な中、安全で快適な施設の充実に取り組んでいる。 

全体では、６１事業中、目標達成に向け順調であるが４４事業（７２．１％） おおむね順調であるが

１５事業（２４．６％）一部困難な課題があるが２事業（３．３％）であり、課題が山積みのなか、教育

委員会としての取り組みが順調に進んでいるととらえられる。今後の取り組みにより青梅の良さ、人・自

然・歴史・都をリードする施策等、青梅の未来に生きて働く、子どもの良き環境づくりに向け一層の期待

を持ちたいと考える。  
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平成２６年度青梅市教育委員会の事務点検評価について（２５年度分事業対象） 

青梅市教育委員会事務点検評価有識者 

嶋 﨑 雄 幸 

  本教育委員会事務局の行った点検評価の結果は、相当と思われる。 

  次にいくつかの事業について意見を申し添える。 

  事業名「スクールソーシャルワーカーの活用」（指導室） 

  平成２６年７月、佐世保市高校同級生殺害事件が発生した。同市では平成１６年６月にも佐世保市女子児

童殺害事件が発生しており、この１０年間は同市のみならず長崎県を挙げて命を大切にする教育に取り組ん

できたところであった。しかしながら、またしても痛ましい事件が発生してしまったことから、命を大切に

する教育の真価を問う向きもある。 

 確かに今回の事件は実に恐ろしいものではあるが、国全体として考えると少年犯罪の増加や凶悪化が、昨

今急激に危機的状況に陥ったとまでは言えないようである。現在行われている命の教育の価値が軽んじられ

るものではなく、着実に継続させるべきものと思う。そして、そのうえで喫緊に求められているのは、まさ

に本事業のような、問題を抱える児童・生徒への個別の手厚い働きかけだと思う。 

 厚生労働省の調査によれば２０１２年の子ども貧困率は、データがある１９８５年以降で最悪である。Ｎ

ＨＫの取材からは、就労のため朝も夜も親がおらず子どもが孤独に苦しめられて内向きになってしまう、一

方、先生が事務作業に追われ子どもと向き合う時間が充分に取れず、個人情報保護の制約からも生徒一人一

人の事情をつぶさに掴むことがとても難しくなっているなどの例が報告がされている。これらリスク回避や、

子どもの貧困対策法の施策の実施に際し、今後本事業に期待される役割は高まることになろう。 

 加えて、文部科学省の調査では、平成２６年５月１日現在、１年以上居所不明の児童・生徒がいまだ全国

で３９７人を数えるとのことである。本市では、本事業によって不登校児童・生徒への対応が積極的になさ

れていることは基本的ながら重要なこととして評価したい。 

  事業名「いじめ対応マニュアルの作成」（指導室） 

 いじめはあるものとの前提に立ち、頻繁な実態調査と、機動的なマニュアルの改定により、より多くの児

童・生徒が救われていると推察する。また、教員への研修の実施は、採用間もない教員への、何としてもい

じめに立ち向かわねばならないという使命感が生み出す重圧の軽減に資すると考える。スマートフォンの急

速な普及に伴い、いじめの態様もまだまだ過渡期にあると思われるので、マニュアルへの迅速な反映をお願

いしたい。 

  事業名「学力向上推進委員会による家庭学習リーフレット等の作成および周知」（指導室） 

  平成２５年度全国学力・学習状況調査において、秋田県の児童・生徒の学力が３教科全てで６回連続の全

国トップレベルとの発表があった。同県が様々な取り組みを行っていることは周知されており、今さら言う

までもないことであるが素晴らしい成果である。そして、今回の学習状況にかかる調査項目のうち、自分で

計画を立てて家庭学習に取り組んでいる児童・生徒の割合の比較で、秋田県は全国平均を現在でも引き離し

続けていることが注目されている。本市も本事業により家庭学習の充実を図ることは、学力向上に欠かせな

いと考える。 

 また、平成２５年度の本事業を導入として、平成２６年５月、いよいよ青梅サタデースクールがスタート

した。見込みを大きく上回る人数の児童・生徒が基礎・基本を学んでいると聞く。平成２５年度の準備段階

においては、対象となる子どもの気持ちを推して、指導者や会場の選択をはじめとする様々な環境を整えた。

このような周到な準備、特に細かな気遣いが、出席し易いスクールを実現させたのだと思う。未実施の学校

の児童・生徒と保護者が、待ち望む事業である。質を保ち、拡げていただきたい。 

  事業名「小・中学校への学校教育活動支援員の派遣」（教育指導担当） 

 障害のある児童・生徒の教育の場として、普通学級、特別支援学級（通級）、特別支援学級（固定学級）
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及び特別支援学校のいずれを選択すべきかは、大変難しい問題である。特に、普通学級のみに通う児童・生

徒が通級を検討する際、学校内に通級があるとは限らず、ネックとなる。他校の通級に籍を置くことに抵抗

感を禁じ得ない親の気持ちも容易に察せられる。 

 本事業は、こうしたケースの一助としても大変有効であろう。近隣でも日野市は、本事業に類似する事業

として全小学校と一部中学校にリソースルームを設置し、普通学級に通う障害のある児童・生徒のつまずき

に応じた学習指導を週に１時間ないし２時間行っており、利用児童・生徒数の大きな増加をみている。本市

においても要望は多いと思われる。 

 この選択の問題は、子どもの能力や適性だけでは決められない、子を想う親の主観的な心理がある。選択

肢が１つ増えることは、本当に価値あることと思う。 

  事業名「特別支援学級の新設・準備」（教育指導担当） 

  平成２６年４月、吹上中学校に自閉症・情緒障害特別支援学級（固定学級）が設置され、本市の同学級は

小学校２校９学級と中学校３校１２学級となった。 

 自閉症は、他人との社会的関係の形成が困難であることが特徴だが、それは自閉症の児童・生徒の間でも

同様であって、残念ながら自閉症同志だから分かり合えるということはまずない。むしろ、もう一つの特徴

である、特定の物事へのこだわりに関して決定的な対立がない組み合わせで学級を編成することが必要であ

り、また、同学級の児童・生徒は軽度の知的障害を併せ持つことが多いから、さらに学力を基準とした学級

編成ができれば望ましい。本学級が、適正な規模まで拡大されることは、有効性に鑑み合理的と思われる。 

教員の専門性をより高める意味でも３校体制に期待したい。 

  事業名「青少年リーダーの育成」（社会教育課） 

 平成２５年度の実績を平成２６年度への準備に生かし、平成２６年度では応募者の増加に至ったとのこと。

事業のタイトルを大切にして、普段の環境においてリーダーとしての役割に巡り合わない子どものために、

リーダーとしての経験を得る機会を提供し続けていただきたい。 

 事業名「放課後子ども教室推進事業の実施」（社会教育課） 

 平成２６年６月、内閣官房より、小学生向け保育について平成３１年度末までに全国で約３０万人分の受

け皿を整え、待機学童ゼロを目指すとの発表があった。さかのぼって平成１９年度より、文部科学省と厚生

労働省は、放課後子供教室と放課後児童クラブを連携又は一体的に進める放課後子どもプランを推進してお

り、これらの繋がりは、私ども一般市民には分かりづらい面はある。 

 本事業は、学習・体験活動の場とする、現行の趣旨に沿った取り組みがなされていると感じた。今後、放

課後子ども総合プランへの本格的な移行に至ろうとも、今まで培った本事業の改善を生かしていただきたい。 

 教育総務課、施設課、学校給食センター、文化課及び中央図書館管理課の各担当職員からも、各事業の詳

細と、各事業の今後の方向性について聴取した。改めて、日々の地道な取り組みに感謝申し上げたい。 
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